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第
二
章 

合
併
旧
法
下
の
熊
本
県
に
お
け
る
市
町
村
合
併
推
進
の
取
組
み

 

地
方
分
権
の
進
展
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
、
住
民
の
日
常
社
会
生
活
圏
の
拡
大
、

行
政
ニ
ー
ズ
の
高
度
化
・
多
様
化
、
国
・
地
方
を
通
じ
る
厳
し
い
財
政
状
況
等
、
市

町
村
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
中
で
、
地
域
住
民
が
期
待
す
る
「
魅
力

あ
る
地
域
づ
く
り
」
や
「
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
」
を
図
り
、
地
方
分
権
の
担

い
手
と
さ
れ
た
市
町
村
の
行
政
体
制
を
確
立
す
る
た
め
に
、
市
町
村
合
併
は
極
め
て

有
効
な
手
段
と
さ
れ
、
昭
和
の
合
併
以
来
の
推
進
体
制
が
強
化
さ
れ
る
に
伴
い
、
本

県
に
お
い
て
も
、
市
町
村
を
包
括
す
る
広
域
的
な
団
体
と
し
て
、
地
域
全
体
の
発
展

や
県
民
生
活
の
維
持
向
上
と
い
う
観
点
か
ら
、
市
町
村
合
併
を
自
ら
の
問
題
と
し
て

捉
え
、
県
政
の
最
重
要
課
題
と
し
て
、「
平
成
の
合
併
」
の
積
極
的
な
推
進
が
な
さ
れ

た
。 本

県
で
は
、
明
治
、
昭
和
の
合
併
と
並
び
、「
平
成
の
合
併
」
と
呼
称
さ
れ
る
合
併

推
進
の
動
き
は
、
平
成
六
～
七
年
度
に
実
施
さ
れ
た
調
査
研
究
事
業
を
も
と
に
、
熊

本
県
市
町
村
合
併
研
究
会
が
平
成
八
年
三
月
に
ま
と
め
た
「
市
町
村
の
自
主
的
合
併

に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」
を
嚆
矢
と
し
て
い
る
。 

本
章
で
は
、
こ
の
調
査
研
究
以
降
、
常
に
全
国
の
合
併
推
進
に
あ
た
っ
て
の
先
駆

的
事
例
と
し
て
、
国
か
ら
も
モ
デ
ル
と
さ
れ
続
け
た
本
県
に
お
け
る
合
併
推
進
へ
の

取
組
み
、
県
内
に
お
け
る
合
併
検
討
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と
と
し
、

さ
ら
に
、
平
成
一
七
年
度
以
降
の
第
二
次
と
な
る
合
併
推
進
の
取
組
み
に
つ
い
て
も

整
理
し
た
。 

      

 

第
一
節 

県
に
お
け
る
自
主
的
合
併
推
進
へ
の
取
組
み 

  
 
 
 
 

一
、
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
ま
で
の
取
組
み 

  
(

一
）
市
町
村
の
自
主
的
合
併
に
関
す
る
調
査
研
究
（
平
成
六
～
七
年
度
） 

 

 

熊
本
県
内
の
市
町
村
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
合
併
問
題
を
中
心
に
検
討
を
行
う
た

め
、
県
の
委
託
事
業
と
し
て
、
財
団
法
人
熊
本
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
の
も
と
に
「
熊

本
県
市
町
村
合
併
調
査
研
究
委
員
会
（
会
長
：
手
島
孝
熊
本
県
立
大
学
学
長
）」
が
設

置
さ
れ
、「
市
町
村
の
自
主
的
合
併
に
関
す
る
調
査
研
究
」
（
以
下
、「
第
一
次
調
査
」

と
い
う
。
）
が
実
施
さ
れ
た
。 

 

（
熊
本
県
市
町
村
合
併
調
査
研
究
委
員
会 

委
員
） 

【
委
員
長
】 

 
 

 
 

 

手
島 

孝 
 

（
熊
本
県
立
大
学
学
長
） 

【
委
員
（
五
〇
音
順
）
】 

石
橋 

敏
郎 

（
熊
本
県
立
大
学
教
授
） 

石
森 

広
久 

（
熊
本
県
立
大
学
助
教
授
） 

井
田 

貴
志 

（
熊
本
県
立
大
学
講
師
） 

今
川 

晃 
 

（
熊
本
県
立
大
学
教
授
） 

片
岡 

勤 
 

（
熊
本
県
立
大
学
教
授
） 

木
原 

佳
奈
子
（
熊
本
県
立
大
学
講
師
） 

小
泉 

和
重 

（
熊
本
県
立
大
学
助
手
） 

苗
村 

辰
弥 

（
熊
本
県
立
大
学
講
師
） 

永
尾 

孝
雄 

（
熊
本
県
立
大
学
教
授
） 

原
田 

久 
 

（
熊
本
県
立
大
学
助
手
） 

−546−−547−



 －539－

松
岡 

泰 
 

（
熊
本
県
立
大
学
教
授
） 

米
澤 

和
彦 

（
熊
本
県
立
大
学
教
授
） 

渡
邊 

榮
文 

（
熊
本
県
立
大
学
教
授
） 

 

こ
の
調
査
は
、
国
の
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
の
勧
告
や
、
平
成
五
年
の
衆
参
両

院
で
の
憲
政
史
上
初
め
て
と
な
る
地
方
分
権
に
関
す
る
国
会
決
議
、
さ
ら
に
は
平
成

五
年
一
〇
月
の
第
三
次
行
改
審
最
終
答
申
等
を
踏
ま
え
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
新
し

い
地
域
社
会
を
担
う
に
十
分
な
基
盤
を
有
す
る
活
力
あ
る
市
町
村
の
創
造
を
視
野
に

入
れ
た
画
期
的
な
調
査
で
あ
り
、
全
国
的
に
も
合
併
推
進
に
か
か
る
先
駆
的
調
査
研

究
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。 

調
査
研
究
に
当
た
っ
て
の
基
本
姿
勢
は
、
市
町
村
合
併
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
そ

の
必
要
性
や
地
域
に
与
え
る
影
響
や
効
果
等
を
学
術
的
視
点
に
立
っ
て
客
観
的
に
論

じ
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
市
町
村
合
併
が
、
関
係
す
る
地
域
の
将
来
や
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
の
形
成
を
始
め
、
住
民
生
活
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
市
町
村
の
境
界
が
形
成
さ
れ
た
沿
革
や
地
理
的
な
条
件
、
文
化
的
な
背
景
等

に
関
す
る
現
地
調
査
を
実
施
す
る
と
共
に
、
内
外
の
合
併
事
例
の
検
討
や
各
市
町
村

の
財
政
状
況
、
将
来
の
市
町
村
振
興
計
画
、
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
の
内
容
等
に
関
す
る

分
析
等
も
踏
ま
え
、
県
内
市
町
村
の
現
状
や
地
域
課
題
に
即
し
た
総
合
的
な
研
究
を

行
っ
た
。 

こ
の
調
査
研
究
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
点
は
、
合
併
が
、
様
々
な
地
域
課
題
を
処

理
す
る
た
め
の
地
域
政
策
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、「
熊
本
県
に
お
け

る
市
町
村
合
併
は
何
を
目
指
し
て
行
う
か
」
と
い
う
視
点
に
立
っ
た
類
型
化
を
試
み

た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

県
内
九
四
の
全
市
町
村
を
対
象
と
し
た
実
態
調
査
の
結
果
と
、
県
内
の
市
町
村
が

形
成
さ
れ
た
歴
史
的
・
地
理
的
・
文
化
的
背
景
等
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
市
町
村
を
め

ぐ
る
地
域
社
会
の
変
動
状
況
、
我
が
国
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
市
町
村
合
併

に
つ
い
て
の
分
類
、
諸
外
国
に
お
け
る
基
礎
的
自
治
体
の
再
編
の
状
況
な
ど
を
総
合

的
に
勘
案
し
、
熊
本
県
に
お
い
て
今
後
あ
り
う
る
市
町
村
合
併
を
、
目
的
別
に
、「
行

財
政
効
率
化
型
（
行
財
政
運
営
の
効
率
化
を
目
指
す
）」
、「
市
制
移
行
型
（
市
制
へ
の

移
行
で
都
市
機
能
の
充
実
を
図
る
）」
、「
地
方
中
核
都
市
形
成
型
（
地
方
中
核
都
市
の

形
成
に
よ
り
地
域
全
体
の
振
興
を
目
指
す
）」
の
三
つ
に
類
型
化
し
た
。 

そ
し
て
、熊
本
県
に
お
い
て
今
後
あ
り
う
る
三
つ
の
市
町
村
合
併
の
類
型
に
即
し
、

次
の
二
つ
の
視
点
か
ら
総
合
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
的
一
体
性
に
関
し

て
一
定
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
市
町
村
を
把
握
し
た
。 

  
 

①  

各
種
デ
ー
タ
に
基
づ
き
広
域
的
生
活
圏
と
し
て
今
後
、
一
体
的
に
発
展
す
る
方
向
性
が

認
め
ら
れ
る
地
域
に
関
す
る
分
析 

・
隣
接
市
町
村
へ
の
通
勤
通
学
依
存
率
や
商
圏
の
形
成
状
況
等 

・
事
務
の
共
同
処
理
状
況
等
に
見
ら
れ
る
広
域
行
政
の
熟
度 

・
水
系
な
ど
の
地
理
的
、
地
形
的
同
一
性 

 

②  

地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
観
点
か
ら
、
地
域
住
民
等
の
意
識
の
中
で
、
一
体
性

が
認
識
さ
れ
て
い
る
地
域
に
関
す
る
分
析 

・
住
民
の
意
向 

・
農
協
長
や
青
年
会
議
所
の
理
事
長
な
ど
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
意
向 

・
市
町
村
長
、
市
町
村
議
会
議
員
の
意
向
調
査 
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更
に
、
一
体
性
に
関
し
て
高
い
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
地
域
の
中
か
ら
類
型
毎
に
、
①

「
行
財
政
効
率
化
型
」
と
し
て
中
球
磨
５
か
町
村
（
上
村
・
免
田
町
・
岡
原
村
・
須
恵
村
・

深
田
村
）
、
②
「
市
制
移
行
型
」
と
し
て
大
津
町
・
菊
陽
町
、
③
「
地
方
中
核
都
市
形
成
型

」
と
し
て
本
渡
市
周
辺
五
市
町
（
本
渡
市
・
有
明
町
・
栖
本
町
・
新
和
町
・
五
和
町
）
を
、

そ
れ
ぞ
れ
モ
デ
ル
地
域
と
し
て
選
定
し
、
市
町
村
合
併
の
地
域
に
及
ぼ
す
影
響
や
効
果
等
に

つ
い
て
具
体
的
な
実
証
を
試
み
た
。

　

な
お
、
こ
の
時
把
握
さ
れ
た
「
一
体
性
に
関
す
る
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
地
域
」
全
一
五

パ
タ
ー
ン
（
五
二
市
町
村
）
は
、
参
考
例
示
と
い
う
形
で
公
表
さ
れ
た
が
、
合
併
の
枠
組
み

に
関
す
る
具
体
的
提
案
は
、
昭
和
の
大
合
併
以
降
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
と
し
て
は
、
全
国
的

に
も
初
め
て
と
な
る
画
期
的
な
取
組
み
で
あ
っ
た
。

(

二
）
市
町
村
合
併
検
討
支
援
事
業

　

第
一
次
調
査
以
降
、
中
球
磨
地
域
で
首
長
レ
ベ
ル
の
検
討
が
ス
タ
ー
ト
す
る
な
ど
、
各
地

域
で
の
合
併
検
討
の
高
ま
り
を
後
押
し
す
べ
く
、
県
は
、
平
成
八
年
度
に
「
市
町
村
合
併
検

討
支
援
事
業
」
を
創
設
し
た
。
こ
れ
は
市
町
村
や
公
共
的
団
体
（
青
年
会
議
所
、
商
工
会
議

所
等
）
な
ど
が
、
市
町
村
合
併
の
検
討
に
着
手
す
る
場
合
に
県
が
各
種
調
査
を
実
施
し
（
一

団
体
あ
た
り
委
託
調
査
費
原
則
三
〇
〇
万
円
以
内
）
、
そ
の
調
査
成
果
を
提
供
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
検
討
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
翌
平
成
九
年
度
に
は
、
こ
れ
を
「
市
町
村
合
併

等
広
域
行
政
体
制
整
備
支
援
事
業
」
と
改
称
し
、
支
援
対
象
を
、
併
を
前
提
と
し
た
広
域
連

携
方
策
の
取
組
み
に
も
広
げ
た
。
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モデル地域（Ⅰ,行財政効率化型）

中球磨地域

モデル地域（Ⅲ,地方中核都市形成型）

本渡市周辺

モデル地域（Ⅱ,市制移行型）

大津・菊陽町

牛深市

河浦町

天草町

新和町

本渡市

五和町

有明町

栖本町

苓
北
町

松島町

姫戸町

龍ヶ岳町

倉岳町

御
所
浦
町

大矢野町

三角町

人吉市

五木村

山江村

芦
北
町

球
磨
村

田
浦
町

津
奈
木
町

相
良
村

須
恵
村深

田
村

免
田
町

岡
原
村

上村

多良木町

湯前町

水上村

泉村

坂本村

八代市
東陽村

千丁町

宮原町

鏡町

竜
北
町

小川町

松橋町
不知火町

城
南
町

豊
野
町

富
合
町

宇土市

中
央
町

砥用町

甲佐町

御船町

嘉島町

清
和
村

矢部町

蘇陽町

高森町

久木野村

白水村西原村

益城町

熊本市

長陽村
菊陽町

大津町

阿蘇町

波野村

南小国町

小国町

産
山
村

一
の
宮
町

旭志村

合志町

泗水町

菊池町

西
合
志
町

植
木
町

菊
鹿
町

七城町

鹿本町

鹿央町

鹿北町

山
鹿
市

三
加
和
町南

関
町

菊
水
町

玉
名
市玉

東
町天

水
町

横
島
町

岱
明
町

長洲町

荒尾市

水俣市

60,989人

14,229人

33,254人

52,649人

35,902人

16,896人

46,926人

52,894人

36,764人

18,533人

67,019人

38,635人

20,971人

121,235人

85,931人
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平
成
一
一
年
度
ま
で
の
具
体
的
な
支
援
の
状
況
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

 

平
成
八
年
度
…
中
球
磨
５
か
町
村
、
天
草
地
域
の
求
め
に
応
じ
県
の
調
査
分
析
成
果
品
を
地

元
検
討
組
織
に
提
供
し
、
検
討
の
側
面
的
支
援
。 

平
成
九
年
度
…
中
球
磨
、
天
草
、
山
鹿
鹿
本
、
八
代
地
域
で
検
討
支
援
を
実
施
。 

平
成
一
〇
年
度
…
中
球
磨
、
山
鹿
鹿
本
、
八
代
地
域
で
検
討
支
援
を
実
施
す
る
と
共
に
、
全

県
下
の
広
域
行
政
体
制
推
進
の
合
併
基
礎
デ
ー
タ
調
査 

平
成
一
一
年
度
…
中
球
磨
、
天
草
地
域
の
二
地
域
の
一
体
性
の
強
さ
の
調
査 

 

（
三
）
市
町
村
合
併
検
討
マ
ニ
ュ
ア
ル 

平
成
八
年
度
末
に
は
、
県
は
、
県
内
各
地
域
で
合
併
問
題
の
検
討
を
促
す
た
め
「
市

町
村
合
併
検
討
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
発
行
、
合
併
問
題
の
検
討
段
階
か
ら
基
本
合
意
の

形
成
に
至
る
ま
で
の
段
階
に
お
い
て
必
要
な
事
務
の
概
要
や
、
合
併
に
係
る
特
例
・

支
援
措
置
等
に
つ
い
て
の
参
考
資
料
と
し
た
。 

 

（
四
）
市
町
村
課
に
分
権
・
合
併
班
の
設
置 
 

平
成
八
年
度
ま
で
、
市
町
村
の
行
財
政
を
所
管
し
て
い
た
地
方
課
は
地
方
分
権
の

流
れ
を
踏
ま
え
、
戦
前
か
ら
の
伝
統
的
な
組
織
で
、
そ
の
名
称
は
上
意
下
達
機
関
、

指
導
機
関
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
く
残
る
こ
と
か
ら
、
平
成
九
年
度
に
組
織
名

称
を
変
更
し
て
市
町
村
課
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
課
内
に
新
た
に
「
分
権
・
合
併
班
」

が
設
置
さ
れ
、
地
方
分
権
へ
の
対
応
や
、
市
町
村
合
併
の
推
進
に
向
け
た
庁
内
体
制

の
強
化
が
図
ら
れ
た
。
当
時
、
全
国
的
に
も
合
併
の
名
称
を
冠
し
た
県
レ
ベ
ル
の
組

織
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
ず
、
来
た
る
べ
き
市
町
村
合
併
推
進
の
到
来
を
予
測
し
、

ま
た
、
合
併
を
通
じ
て
市
町
村
の
自
治
基
盤
を
強
化
せ
ん
と
す
る
本
県
の
意
志
が
表

れ
て
い
る
。 

 (

五
）
県
独
自
の
合
併
支
援
策
の
検
討 

 

平
成
九
年
度
、
県
は
、「
熊
本
県
市
町
村
振
興
資
金
要
項
」
の
改
正
を
行
い
、
市
町

村
振
興
資
金
の
貸
付
対
象
事
業
と
し
て
「
合
併
市
町
村
ま
ち
づ
く
り
事
業
」
を
追
加

し
、
貸
付
限
度
額
二
億
円
の
無
利
子
融
資
と
し
た
。 

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
加
え
、
平
成
九
年
度
に
は
、
中
球
磨
５
か
町
村
の
検
討
が

進
み
、
任
意
協
議
会
へ
の
移
行
も
視
野
に
入
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
全
国
的
な
広

域
行
政
推
進
の
気
運
の
高
ま
り
が
見
ら
れ
た
と
い
う
背
景
か
ら
、県
市
町
村
課
で
は
、

「
熊
本
県
市
町
村
の
自
主
的
合
併
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
仮
称
）」
及
び
「
市
町
村

合
併
推
進
支
援
大
綱
」
に
つ
い
て
の
内
部
検
討
に
着
手
し
、
こ
の
時
、
合
併
市
町
村

に
対
す
る
特
例
交
付
金
制
度
の
創
設
等
に
つ
い
て
も
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

た
だ
、
折
し
も
、
県
議
会
に
お
け
る
分
権
・
合
併
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
設
置

が
検
討
さ
れ
、
そ
こ
で
の
審
議
内
容
が
条
例
内
容
等
に
影
響
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

た
こ
と
、
ま
た
、
国
に
お
い
て
も
地
方
制
度
調
査
会
に
お
け
る
合
併
推
進
策
の
検
討

が
行
わ
れ
、
合
併
特
例
法
改
正
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
流
動
的
な
要
素
が

大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
は
条
例
及
び
大
綱
の
制
定
は
行
わ
ず
、
中
球
磨

５
か
町
村
に
お
け
る
検
討
の
進
捗
状
況
等
を
見
な
が
ら
、
県
の
支
援
策
を
順
次
検
討

し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。 

 
(

六
）
市
町
村
合
併
連
絡
調
整
会
議
の
設
置 

平
成
八
年
三
月
に
本
県
の
市
町
村
合
併
研
究
会
が
提
起
し
た
三
つ
の
モ
デ
ル
パ
タ

ー
ン
を
受
け
て
、
平
成
一
〇
年
四
月
、
当
時
、
県
内
で
最
も
合
併
の
検
討
が
進
ん
で

い
た
中
球
磨
５
か
町
村
に
お
い
て
、「
中
球
磨
５
か
町
村
合
併
問
題
協
議
会
（
任
意
協

議
会
）」
が
設
置
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
年
六
月
、
県
は
、
合
併
特
例
法
に

定
め
る
県
の
支
援
策
の
取
り
ま
と
め
や
、
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
に
関
す
る
検

討
、
合
併
に
関
す
る
庁
内
の
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
等
を
目
的
に
、
庁
内
に
「
市
町

村
合
併
連
絡
調
整
会
議
」
を
設
置
し
た
。
会
議
は
総
務
部
次
長
を
会
長
に
、
関
係
各

課
長
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
下
部
組
織
と
し
て
幹
事
会
（
関
係
課
政
策
調
整
審
議
員
）

及
び
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
関
係
課
担
当
班
長
）
が
置
か
れ
た
。 
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市
町
村
合
併
庁
内
連
絡
調
整
会
議
設
置
要
項 

（
設
置
） 

第
一
条 
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
〇
年
法
律
第
六
号
）
に
定
め
る

県
の
支
援
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た
め
、「
市
町
村
合
併
庁
内
連
絡
調
整
会
議
」
（
以
下
「
連
絡

調
整
会
議
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。 

（
構
成
） 

第
二
条 

連
絡
調
整
会
議
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

２ 

会
長
は
総
務
部
次
長
、
委
員
は
別
表
一
（
略
）
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

な
お
、
会
長
は
必
要
に
応
じ
、
関
係
課
の
長
及
び
関
係
出
先
機
関
の
長
を
委
員
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
会
議
） 

第
三
条 

連
絡
調
整
会
議
は
、
必
要
に
応
じ
、
会
長
が
招
集
し
、
主
宰
す
る
。 

２ 

連
絡
調
整
会
議
は
、
合
併
協
議
会
等
か
ら
の
市
町
村
建
設
計
画
等
協
議
に
対
す
る
回
答
の

と
り
ま
と
め
及
び
市
町
村
建
設
計
画
等
の
合
併
市
町
村
の
建
設
の
根
幹
と
な
る
べ
き
事
業
の
う

ち
県
が
実
施
す
る
も
の
の
と
り
ま
と
め
等
を
行
う
。 

（
幹
事
会
） 

第
四
条 

連
絡
調
整
会
議
に
付
議
す
べ
き
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
協
議
す
る
と
と
も
に
、
各
部

局
内
に
お
け
る
情
報
提
供
及
び
調
整
等
を
行
う
た
め
、
連
絡
調
整
会
議
に
幹
事
会
を
置
く
。 

２ 

幹
事
会
は
、
幹
事
長
及
び
幹
事
を
も
っ
て
構
成
し
、
幹
事
長
は
市
町
村
課
総
務
審
議
員
、

幹
事
は
別
表
二
（
略
）
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。（
第
二
条
第
二
項
な
お
書
き

は
、
幹
事
会
に
も
準
用
す
る
。） 

３ 

幹
事
会
は
、
必
要
に
応
じ
幹
事
長
が
招
集
し
、
主
宰
す
る
。 

（
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
） 

第
五
条 

幹
事
会
に
付
議
す
べ
き
事
項
に
係
る
基
礎
的
資
料
の
収
集
整
理
及
び
問
題
点
の
整

理
及
び
検
討
を
行
う
た
め
、
幹
事
会
に
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
置
く
。 

２ 

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
座
長
及
び
班
員
を
も
っ
て
構
成
し
、
座
長
は
市
町
村
課
分
権
・

合
併
班
長
、
班
員
は
別
表
三
（
略
）
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
及
び
幹
事
会
で
決
定
す
る
者
を
も

っ
て
充
て
る
。
（
第
二
条
第
二
項
な
お
書
き
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
も
準
用
す
る
。
） 

３ 

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
必
要
に
応
じ
座
長
が
招
集
し
、
主
宰
す
る
。 

（
事
務
局
） 

第
六
条 

連
絡
調
整
会
議
の
事
務
局
は
、
市
町
村
課
に
置
く
。 

（
そ
の
他
） 

第
七
条 

こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
連
絡
調
整
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
会
長
が
定
め
る
。 

付
則 

こ
の
要
項
は
平
成
一
〇
年
六
月
二
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
(

七
）
第
二
次
市
町
村
合
併
調
査
研
究
事
業
（
平
成
一
〇
年
度
） 

 

先
の
第
一
次
調
査
後
も
、
国
に
お
け
る
地
方
分
権
推
進
法
の
制
定
（
平
成
七
年
五

月
）
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
発
足
、
抜
本
的
な
改
正
が
な
さ
れ
た
合
併
特
例
法
の

成
立
等
、
地
方
分
権
の
具
体
化
と
相
俟
っ
て
、
地
方
分
権
の
実
施
主
体
と
さ
れ
る
市

町
村
の
行
政
体
制
整
備
の
必
要
性
が
そ
の
都
度
指
摘
さ
れ
た
。 

こ
の
背
景
に
は
国
・
地
方
を
通
じ
て
の
財
政
状
況
の
悪
化
、
介
護
保
険
制
度
の
導

入
な
ど
市
町
村
に
と
っ
て
新
た
な
行
政
需
要
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
市
町

村
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
後
も
地
方
分
権

推
進
委
員
会
の
第
二
次
勧
告
、
第
二
五
次
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
、
さ
ら
に
こ
う

し
た
動
き
を
総
括
し
て
平
成
一
〇
年
五
月
の
地
方
分
権
推
進
計
画
に
お
い
て
、
市
町

村
の
合
併
等
の
推
進
を
求
め
る
と
共
に
、
自
主
的
合
併
の
推
進
の
た
め
、「
市
町
村
の

合
併
パ
タ
ー
ン
等
を
内
容
と
す
る
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
を
都
道
府
県
が
作
成
す
る

よ
う
要
請
す
る
」
こ
と
な
ど
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。 

こ
の
よ
う
に
地
方
分
権
に
対
応
で
き
る
市
町
村
の
行
政
体
制
を
整
備
す
る
た
め
に
、

合
併
を
手
段
と
す
る
市
町
村
再
編
の
動
き
が
強
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
受
け
て
、
県
で

は
、
再
度
、
市
町
村
や
住
民
の
合
併
に
対
す
る
認
識
や
取
組
み
の
状
況
等
を
調
査
研

究
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
一
〇
年
度
に
「
第
二
次
市
町
村
合
併
調
査
研
究
事
業
」（
以

下
、「
第
二
次
調
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
第
一
次
調
査
を
上
回
る

規
模
で
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
を
行
っ
た
。
以
下
は
、
そ
の
主
な
調
査
内
容
で
あ
る
。 

 

−550−−551−



 －543－

（
一
）
「
市
町
村
合
併
に
関
す
る
市
町
村
長
ア
ン
ケ
ー
ト
」 

調
査
対
象
：
県
内
八
九
市
町
村
長
（
中
球
磨
５
か
町
村
以
外
） 

 
 

調
査
方
法
：
郵
便
に
よ
る
発
送
・
返
送 

 
 

調
査
期
間
：
平
成
一
〇
年
九
月
七
日
～
九
月
二
一
日
（
回
答
率
：
一
〇
〇
％
） 

 
 

主
な
項
目
：
①
市
町
村
合
併
の
必
要
性 

 
 
 
 

 
 

②
合
併
や
広
域
行
政
体
制
整
備
の
必
要
性
の
理
由 

 
 
 
 

 
 

③
市
町
村
合
併
に
関
す
る
議
会
の
関
心
度
に
対
す
る
首
長
の
認
識 

 
 
 
 

 
 

④
市
町
村
合
併
に
関
す
る
住
民
の
関
心
度
に
対
す
る
首
長
の
認
識 

 
 
 
 

 
 

⑤
合
併
に
よ
り
効
率
性
が
向
上
す
る
行
政
分
野 

 
 
 
 

 
 

⑥
合
併
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト 

 
 

等 

（
二
）
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施 

 
 

調
査
地
域
：
県
内
八
九
市
町
村
（
中
球
磨
５
か
町
村
以
外
） 

 
 

調
査
対
象
：
議
会
関
係
（
市
町
村
議
会
議
長
）
、
教
育
・
文
化
関
係
（
市
町
村
教
育
長
、
文

化
協
会
長
）、
経
済
関
係
（
商
工
会
議
所
会
頭
、
商
工
会
長
）、
農
林
水
産
関
係
（
農

業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
、
森
林
組
合
等
の
組
合
長
）、
福
祉
・
婦
人
関
係
（
社

会
福
祉
協
議
会
長
、
地
域
婦
人
連
絡
協
議
会
長
）、
医
師
会
・
そ
の
他
（
医
師
会
長
、

そ
の
他
有
識
者
） 

 
 

調
査
方
法
：
郵
便
等
に
よ
る
発
送
・
返
送
（
九
二
七
通
） 

 
 

調
査
期
間
：
平
成
一
〇
年
九
月
七
日
～
九
月
二
五
日 

（
三
）
県
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施 

 
 

調
査
地
域
：
県
内
八
九
市
町
村
（
中
球
磨
５
か
町
村
以
外
） 

 
 

調
査
対
象
：
満
二
〇
歳
以
上
の
男
女 

調
査
方
法
・
発
送
数
：
郵
便
に
よ
る
発
送
・
返
送
（
五
、
八
六
〇
人
） 

 
 

調
査
期
間
：
平
成
一
〇
年
九
月
七
日
～
九
月
二
一
日 

 
 

回
答
率
：
三
三
・
六
％ 

（
四
）
市
町
村
長
へ
の
訪
問
調
査 

 
 

調
査
地
域
：
県
内
八
九
市
町
村
長
（
中
球
磨
５
か
町
村
以
外
） 

 
 

調
査
方
法
：
訪
問
調
査
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ 

 
 

調
査
期
間
：
平
成
一
〇
年
一
〇
月
～
一
一
年
三
月
（
回
答
率
：
一
〇
〇
％
） 

（
五
）
日
常
社
会
生
活
圏
の
一
体
性
の
状
況 

（
１
）
日
常
社
会
生
活
圏
の
一
体
性
の
状
況 

通
勤
・
通
学
圏
や
商
圏
等
の
日
常
社
会
生
活
圏
の
一
体
性
の
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、

現
在
の
状
況
と
第
一
次
調
査
の
結
果
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る

か
を
把
握
す
る
目
的
で
実
施
し
た
。 

 
 

・
通
勤
、
通
学
依
存
率
の
状
況 

 
 

・
市
町
村
別
購
買
力
吸
引
状
況 

 
 

・
県
内
の
人
口
移
動
の
状
況 

（
２
）
一
部
事
務
組
合
等
の
状
況 

（
３
）
国
・
県
の
機
関
等
の
管
轄
区
域
の
状
況 

 

 
(

八
）
熊
本
県
市
町
村
合
併
研
究
会
に
お
け
る
調
査
研
究
（
平
成
一
一
年
度
） 

 

「
熊
本
県
市
町
村
合
併
研
究
会
」
は
、
平
成
一
一
年
度
、
熊
本
県
立
大
学
総
合
管

理
学
部
と
熊
本
県
総
務
部
市
町
村
課
と
で
組
織
さ
れ
た
も
の
で
、
地
域
社
会
を
取
り

巻
く
環
境
変
化
等
を
踏
ま
え
、
改
め
て
市
町
村
合
併
の
潮
流
及
び
動
向
、
更
に
は
本

県
の
現
状
・
課
題
及
び
市
町
村
の
結
び
つ
き
等
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
。 

本
調
査
研
究
は
、
市
町
村
課
で
取
り
組
ん
で
い
た
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要

綱
」
の
策
定
作
業
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
、
内
容
的
に
は
相
互
に
共
通
す
る
基
盤
に

立
つ
も
の
と
な
っ
た
。
詳
細
な
説
明
は
次
項
に
譲
る
が
、
分
権
時
代
に
お
け
る
合
併

の
意
義
、
市
町
村
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
の
概
要
等
を
整
理
し

た
上
で
、
本
県
に
お
け
る
合
併
パ
タ
ー
ン
、
地
域
の
一
体
性
に
関
す
る
詳
細
な
検
討

が
行
わ
れ
た
。 

 

（
熊
本
県
市
町
村
合
併
研
究
会 

委
員
名
簿
） 

【
座
長
】 

 
 

 
 

 
 

渡
邊 

榮
文 

（
熊
本
県
立
大
学
教
授
） 

【
委
員
】 

 
 

 
 

 
 

石
橋 

敏
郎 

（
熊
本
県
立
大
学
教
授
） 
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今
川 

晃 
 

（
熊
本
県
立
大
学
教
授
） 

木
原 

佳
奈
子
（
熊
本
県
立
大
学
助
教
授
） 

原
田 

久 
 

（
熊
本
県
立
大
学
助
手
） 

  
 
 
 
 

二
、
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
取
組
み 

 

（
一
）
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
の
策
定
（
平
成
一
一
年
度
） 

 

本
県
で
は
、
平
成
六
～
七
年
度
で
の
「
市
町
村
の
自
主
的
合
併
に
関
す
る
調
査
研

究
」
、
平
成
一
〇
年
度
で
の
「
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
基
礎
的
調
査
研
究
」
等
に
お

け
る
取
組
み
の
成
果
を
生
か
し
つ
つ
、
国
の
指
針
を
踏
ま
え
、
市
町
村
合
併
を
実
現

す
る
た
め
に
、
平
成
一
二
年
三
月
、「
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
」
を
策
定
・
公

表
し
た
。
こ
れ
は
、
全
国
で
も
徳
島
県
（
平
成
一
二
年
一
二
月
公
表
）
に
次
い
で
二

番
目
、
合
併
パ
タ
ー
ン
の
具
体
性
か
ら
す
る
と
実
質
的
に
は
最
初
と
も
言
え
る
先
駆

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

合
併
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
調
査
の
三
類
型
を
準
用
し
つ
つ
、
合
併
パ
タ

ー
ン
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
が
合
併
の
検
討
に
着
手
す
る
際
の
参
考
や
目
安
と
な
る

も
の
と
の
位
置
付
け
で
、
改
め
て
地
域
の
実
情
を
示
す
各
種
デ
ー
タ
（
通
学
通
勤
圏
・

商
圏
等
の
住
民
の
日
常
社
会
生
活
圏
、
事
務
の
共
同
処
理
の
状
況
な
ど
を
ク
ラ
ス
タ

ー
分
析
な
ど
統
計
学
的
観
点
か
ら
も
検
証
）
並
び
に
郡
の
区
域
、
自
然
条
件
、
地
理

的
条
件
、
歴
史
的
・
文
化
的
要
素
、
市
町
村
及
び
住
民
の
意
識
な
ど
を
総
合
的
に
検

討
し
た
う
え
で
、
郡
市
の
区
域
を
越
え
な
い
こ
と
を
基
本
に
一
体
性
が
認
め
ら
れ
る

地
域
と
し
て
一
九
地
域
（
七
四
市
町
村
）
を
【
Ａ
パ
タ
ー
ン
】
、
ま
た
郡
市
の
区
域
を

越
え
て
一
体
性
が
認
め
ら
れ
る
地
域
と
し
て
四
つ
の
枠
組
み
を
含
め
た
一
八
地
域

（
七
四
市
町
村
）
を
【
Ｂ
パ
タ
ー
ン
】
と
す
る
、
二
つ
の
合
併
パ
タ
ー
ン
を
提
示
し

た
。 な

お
、
既
に
こ
の
時
点
で
主
体
的
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
た
中
球
磨
５
か
町
村
、

天
草
地
域
、
更
に
中
核
市
と
し
て
指
定
さ
れ
、
自
己
完
結
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
志
向

し
て
い
た
熊
本
市
の
三
地
域
に
つ
い
て
は
、
合
併
パ
タ
ー
ン
は
示
さ
な
か
っ
た
。 

 

熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱 

平
成
一
二
年
三
月 

一 

要
綱
策
定
の
趣
旨 

 

機
関
委
任
事
務
の
廃
止
等
を
柱
と
し
た
地
方
分
権
推
進
一
括
法
の
制
定
に
よ
り
、
地
方
分
権

が
実
行
の
段
階
を
迎
え
る
中
で
、
市
町
村
は
住
民
に
最
も
身
近
な
総
合
的
な
行
政
主
体
と
し
て
、

拡
大
す
る
自
己
決
定
・
自
己
責
任
の
も
と
、
多
様
化
す
る
行
政
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
能
力
が
強
く

求
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
市
町
村
合
併
は
、
将
来
の
熊
本
県
の
姿
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
と
い
う
課
題
と
も

密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
県
と
し
て
は
、
市
町
村
だ
け
で
な
く
県
自
ら
の
問
題
と
し

て
捉
え
、
市
町
村
並
び
に
県
民
に
強
く
働
き
か
け
機
運
を
醸
成
す
る
と
と
も
に
、
合
併
に
向
け

た
市
町
村
等
の
取
組
み
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
町
村
合
併
を
積
極
的
に
推
進
す
る
考
え

で
あ
る
。 

 

国
は
、
昨
年
八
月
、
都
道
府
県
に
対
し
て
、
市
町
村
の
合
併
の
推
進
に
つ
い
て
の
指
針
を
示

し
、
合
併
パ
タ
ー
ン
等
を
内
容
と
す
る
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
の
作
成
を
要
請
し
た
。
本
県
で

は
、
平
成
六
、
七
年
度
で
の
「
市
町
村
の
自
主
的
合
併
に
関
す
る
調
査
研
究
」
、
平
成
一
〇
年
度

で
の
「
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
基
礎
的
調
査
研
究
」
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
今
般
、

国
の
指
針
を
踏
ま
え
、
市
町
村
合
併
を
実
現
す
る
た
め
に
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
」

を
策
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

二 

市
町
村
の
現
況
と
今
後
の
展
望 

（
１
）
市
町
村
合
併
の
動
向 

    

① 

全
国
の
市
町
村
数
の
変
遷 

我
が
国
の
市
町
村
数
は
、
明
治
二
一
年
末
に
は
七
一
、
三
一
四
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
市

制
町
村
制
の
施
行
に
伴
う
「
明
治
の
大
合
併
」
に
よ
り
、
明
治
二
二
年
末
に
は
市
町
村
数
は
一

五
、
八
三
九
と
約
五
分
の
一
に
減
少
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
二
〇
年
に
一
〇
、
五
二
〇
あ
っ
た

市
町
村
数
は
、
昭
和
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
人
口
八
千
人
を
標
準
と
し

て
全
国
一
律
に
推
進
さ
れ
た
「
昭
和
の
大
合
併
」
に
よ
り
、
昭
和
三
六
年
に
は
三
、
四
七
二
と
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て
全
国
一
律
に
推
進
さ
れ
た
「
昭
和
の
大
合
併
」
に
よ
り
、
昭
和
三
六
年
に
は
三
、
四
七
二
と
約

三
分
の
一
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
平
成
一
一
年
四
月
一
日
現
在
で
は
市
町
村
数
は
三
、
二
二
九
と

な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 

②　

本
県
の
市
町
村
数
の
変
遷
等

　

本
県
の
市
町
村
数
は
明
治
の
大
合
併
、
昭
和
の
大
合
併
を
経
て
現
在
で
は
一
一
市
八
三
町
村
で

合
計
九
四
市
町
村
と
な
っ
て
い
る
が
（
表
一
）
、
こ
の
数
は
全
国
で
七
番
目
に
多
く
（
表
二
）
、

町
村
数
だ
け
で
は
五
番
目
に
多
い
数
と
な
っ
て
い
る
。

　

人
口
・
面
積
に
み
る
平
均
規
模
は
、
人
口
で
は
全
国
平
均
の
半
分
程
度
、
面
積
で
は
七
割
程
度

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
全
国
平
均
値
を
大
き
く
下
回
っ
て
お
り
、
規
模
の
小
さ
い
市
町
村
が
多
い
こ

と
が
わ
か
る
（
表
二
）
。

（
２
）
市
町
村
行
財
政
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化

　

本
県
で
は
、
市
町
村
合
併
推
進
に
関
す
る
基
礎
的
調
査
研
究
と
し
て
、
平
成
一
〇
年
九
月
、
中

球
磨
五
か
町
村
合
併

問
題
協
議
会
を
設
置

し
て
合
併
検
討
を

行
っ
て
い
る
上
村
、

免
田
町
、
岡
原
村
、

須
恵
村
、
深
田
村
を

除
く
八
九
市
町
村
長

（

回

答

率

一

〇

〇
％
）
、
オ
ピ
ニ
オ

ン
リ
ー
ダ
ー
約
千
人

（
同
五
五
・
三
％
）

及
び
県
民
約
六
千
人

（
同
三
三
・
六
％
）

に
対
し
て
合
併
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
た
が
、

回
答
が
あ
っ
た
者
の

中
で
市
町
村
長
の
六
〇
・
七
％
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
七
〇
・
七
％
、
県
民
の
五
四
・

二
％
が
合
併
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
結
果
を
得
た
。
更
に
、
市
町
村
長
に
つ
い
て

は
、
「
広
域
連
合
等
広
域
行
政
体
制
整
備
は
重
要
」
と
し
た
三
一
・
五
％
を
加
え
る
と
、
九
割

を
超
え
る
市
町
村
長
が
合
併
や
広
域
連
合
等
広
域
行
政
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
と
回
答
し

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
意
向
調
査
の
結
果
か
ら
見
て
も
、
市
町
村
合
併
の
必
要
性
に
関
す
る
認
識
は
確
実

に
高
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
背
景
に
は
、
①
住
民
の
日
常
社
会
生
活
圏
の
拡
大
、
②
行
政
ニ
ー
ズ

の
多
様
化
、
③
地
方
分
権
の
推
進
、
④
少
子
・
高
齢
化
の
進
行
、
⑤
国
・
地
方
の
財
政
危
機
等

市
町
村
行
財
政
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
変
化
へ
の
対
応
が
大
き
な
課

題
と
な
っ
て
い
る
。

①　

住
民
の
日
常
社
会
生
活
圏
の
拡
大

　

昭
和
三
〇
年
代
以
降
、
わ
が
国
の
交
通
・
情
報
通
信
手
段
の
発
達
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ

り
、
経
済
活
動
の
進
展
と
相
ま
っ
て
、
本
県
で
も
住
民
の
日
常
社
会
生
活
圏
は
、
市
町
村
の
区

域
を
超
え
て
大
き
く
拡
大
し
た
（
図
一
：
略
）
。
住
民
が
求
め
る
ニ
ー
ズ
や
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ

ネ
・
情
報
が
市
町
村
の
区
域
を
超
え
て
流
出
入
す
る
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
市

町
村
の
区
域
内
で
自
己
完
結
型
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
は
非
効
率
と
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
環
境
の
変
化
の
中
で
、
将
来
に
向
け
て
市
町
村
が
、
都
市
計
画
や
土
地
利
用
計

画
並
び
に
地
域
づ
く
り
や
観
光
振
興
、
更
に
は
交
通
網
の
整
備
等
、
行
政
の
各
分
野
に
お
い
て

施
策
の
充
実
を
図
り
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
向
上
す
る
た
め
に
は
、
現
在
の
市
町
村
の
区
域
を
超
え

て
よ
り
広
域
的
な
圏
域
に
お
い
て
、
一
体
的
な
施
策
を
展
開
す
る
必
要
性
が
益
々
高
ま
っ
て
き

て
い
る
。

②
行
政
ニ
ー
ズ
の
多
様
化

　

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
と
個
人
の
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
等
を
受
け
て
行
政
に

対
す
る
住
民
の
ニ
ー
ズ
は
大
き
く
変
化
し
て
き
て
お
り
、
従
来
、
行
政
が
行
っ
て
い
た
サ
ー
ビ

ス
領
域
に
も
民
間
サ
ー
ビ
ス
が
進
出
す
る
と
と
も
に
、
従
来
個
々
の
市
町
村
で
は
対
応
が
難
し

か
っ
た
生
涯
学
習
や
女
性
行
政
、
国
際
化
、
環
境
問
題
、
商
店
街
の
振
興
、
地
場
産
業
の
振
興

及
び
森
林
保
全
等
と
い
っ
た
今
後
ま
す
ま
す
重
要
と
な
る
施
策
に
つ
い
て
も
積
極
的
な
取
組
み

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
施
策
へ
の
取
組
み
は
、
専
門
的
か
つ
き
め
細
か
い
知
識
や
能
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■表1　熊本県の市町村数の変遷

熊本県の市町村数全国/市
町村数

区分

年月日
備 考

明治21年末

明治21年末

昭和28年10月

昭和31年9月

昭和36年6月

昭和40年4月

昭和44年4月

昭和45年11月

平成3年2月

平成11年4月

71,314

15,859

9,868

3,975

3,472

3,392

3,285

3,272

3,241

3,229

-

1

5

9

11

11

11

11

11

11

1,419

380

41

37

41

48

59

59

62

62

274

71

49

42

30

28

21

21

1,419

381

320

117

101

101

100

98

94

94

市制町村制施行(M22.4.1)

町村合併促進法施行(S28.10.1)

町村合併促進法失効(S28.9.30)

新市町村建設促進法一部失効(S36.6.29)

市町村の合併の特例に関する法律施行(S40.3.29)

植木町・田底村合併(S44.4.1)

熊本市・託麻村合併、葦北町・湯浦町合併(S45.11.1)

熊本市・飽託郡4町(北部・河内・飽田・天明)合併(H3.2.1)

区 分 全 国 熊本県 全国順位

市町村数

人口

面積

平均市町村数

平均人口

平均面積

3,229

69

117,975,184人

36,536人

371,093.01k㎡

114.93k㎡

1,870,473人

19,899人

7,402.71k㎡

78.75k㎡

94

94

7

-

22

37

15

32

■表2　人口、面積規模等の状況

(注) 1  市町村数は平成11年4月1日現在、人口は平成11年3月31日の住民基本
        台帳人口による。

2  面積は全国市町村要覧(平成11年度版)による。



力
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
人
材
の
確
保
や
育
成
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
介
護

保
険
制
度
の
実
施
や
ご
み
処
理
の
広
域
化
等
環
境
問
題
へ
の
積
極
的
取
組
み
等
、
新
た
な
行
政

需
要
へ
の
適
切
な
対
応
も
迫
ら
れ
て
お
り
、
総
合
的
な
行
政
主
体
と
し
て
地
域
の
行
政
ニ
ー
ズ

に
的
確
に
対
応
し
う
る
行
政
体
制
の
整
備
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

③　

地
方
分
権
の
推
進

　

地
方
分
権
の
推
進
は
い
よ
い
よ
実
行
の
段
階
を
迎
え
て
い
る
。
自
己
決
定
・
自
己
責
任
の
原

則
の
も
と
、
住
民
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
及
び
内
容
は
地
域
の
責
任
あ
る
自
治
体
が
地
域

住
民
の
意
見
を
基
に
自
ら
選
択
決
定
す
る
こ
と
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村

が
、
住
民
の
多
様
化
し
た
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
捉
え
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
豊
か
さ
を

実
感
で
き
る
暮
ら
し
を
創
造
す
る
た
め
に
、
拡
大
す
る
自
治
権
を
基
に
固
有
の
政
策
を
立
案

し
、
そ
れ
を
議
会
・
住
民
に
分
か
り
や
す
く
提
示
し
つ
つ
理
解
を
求
め
実
施
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
市
町
村
の
調
査
研
究
、
企
画
調
整
、
法
制
執
務
能
力
の
向
上
等
、

自
立
し
た
行
財
政
運
営
体
制
の
構
築
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

④　

人
口
の
少
子
・
高
齢
化
の
進
行

　

我
が
国
に
お
い
て
は
、
少
子
・
高
齢
化
が
急
速
に
進
行
し
て
い
る
（
表
三
）
。
本
県
で
は
全

国
よ
り
約
一
〇
年
早
く
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
、
こ
れ
か
ら
到
来
す
る
超
高
齢
社
会

に
お
い
て
安
心
し
て
生
活
を
送
っ
て
い
く
に
は
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
等
在
宅

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
や
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
福
祉
施
設
の
整
備
等
、
人
口
構
造
の
変

化
に
対
応
し
た
高
齢
者
対
策
が
不
可
欠
で
あ
る
。
介
護
保
険
の
運
営
主
体
と
な
る
市
町
村
は
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
と
と
も
に
、
介
護
状
態
に
な
ら
な
い
た
め
の
若
年
層
か
ら
の

生
活
習
慣
病
対
策
、
高
齢
者
へ
の
生
活
支
援
等
を
行
っ
て
い
く
必
要
も
あ
り
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
・
保
健
婦
な
ど
の
マ
ン
パ
ワ
ー
を
確
保
、
更
に
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
施
設

も
質
・
量
と
も
に
充
実
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
本
県
で
は
、
小
規
模
な
市
町
村
が
多

く
高
齢
化
も
よ
り
顕
著
で
あ
る
が
、
専
門
的
な
人
材
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
り
、
福
祉
施
設

を
整
備
す
る
に
し
て
も
財
政
基
盤
が
弱
い
な
ど
、
現
状
で
は
対
応
が
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ

る
。
ま
た
、
少
子
化
の
進
行
も
顕
著
で
あ
り
、
昭
和
三
〇
年
の
本
県
の
出
生
数
が
約
四
・
一
万

人
だ
っ
た
も
の
が
、
平
成
九
年
に
は
約
一
・
八
万
人
（
△
五
六
・
八
％
の
減
少
）
と
激
減
す
る

中
、
八
〇
％
以
上
減
少
し
た
市
町
村
も
三
六
団
体
に
上
る
等
深
刻
な
状
況
に
あ
る
。
こ
う
し
た

人
口
の
少
子
・
高
齢
化
の
進
行
に
対
応
し
た
適
切
な
施
策
の
実
施
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

⑤　

国
・
地
方
に
お
け
る
財
政
の
状
況
と
今
後
の
見
通
し

　

我
が
国
の
財
政
は
、
平
成
一
二
年
度
末
の
国
・
地
方
を
合
わ
せ
た
長
期
債
務
残
高
が
約
六
四

七
兆
円
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
一
三
〇
％
）
に
達
す
る
見
込
み
で
あ
る
な
ど
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ

り
、
将
来
世
代
の
負
担
を
考
え
る
と
き
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
財
政
構
造
を
改
革
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
大
変
重
い
課
題
を
背
負
っ
て
い
る
。
特
に
、
国
の
長
期
債
務
残
高
は
平
成

一
二
年
度
末
に
は
約
四
八
六
兆
円
に
達
す
る
見
込
み
で
あ
り
、
利
払
費
の
増
加
に
よ
る
財
政
の

硬
直
化
が
進
行
し
て
い
る
。
地
方
財
政
に
お
い
て
も
、
平
成
一
二
年
度
末
に
は
借
入
金
残
高
は

約
一
八
七
兆
円
に
達
す
る
見
通
し
で
あ
り
、
国
・
地
方
と
も
に
長
期
債
務
の
累
増
が
著
し
い

（
表
四
）
。
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■表4

■表3

全

国

総人口

年少人口
：0～14歳

生産年齢人口
：15～64歳

老年人口
：65歳以上

熊

本

県

総人口

年少人口
：0～14歳

生産年齢人口
：15～64歳

老年人口
：65歳以上

区 分 昭和40年
1965年

98,275

25,166
(25.6%)

66,928
(68.1%)

6,181
(6.3%)

1,771

521
(29.4%)

1,106
(62.4%)

144
(8.1%)

昭和50年
1975年

111,940

27,221
(24.3%)

75,807
(67.7%)

8,865
(7.9%)

1,715

397
(23.2%)

1,135
(66.2%)

183
(10.7%)

昭和60年
1985年

121,049

26,033
(21.5%)

82,506
(68.2%)

12,468
(10.3%)

1,838

389
(21.2%)

1,207
(65.7%)

242
(13.2%)

平成2年
1990年

123,611

22,486
(18.2%)

85,903
(69.5%)

14,895
(12.0%)

1,840

356
(19.3%)

1,198
(65.1%)

284
(15.4%)

平成12年
2000年

126,892

18,602
(14.7%)

86,419
(68.1%)

21,870
(17.2%)

1,865

291
(15.6%)

1,180
(63.3%)

394
(21.1%)

平成22年
2010年

127,623

18,310
(14.3%)

81,187
(63.6%)

28,126
(22.0%)

1,851

271
(14.6%)

1,133
(61.2%)

447
(24.2%)

平成7年
1995年

125,570

20,013
(15.9%)

87,164
(69.4%)

18,260
(14.5%)

1,859

321
(107.3%)

1,196
(64.3%)

341
(18.3%)

区 分 9年度末
（実績）

10年度末
（3次補正後）

11年度末
（2次補正後）

12年度末

357程度

258程度

150程度

▲15程度

492程度

97.4％

412程度

299程度

166程度

▲18程度

561程度

112.7％

451程度

335程度

179程度

▲22程度

608程度

122.7％

486程度

364程度

187程度

▲26程度

647程度

129.6％

国の長期債務残高

普通国債残高

地方の借入金残高

国と地方の重複分

国・地方長期債務

対ＧＤＰ比

（資料）大蔵省作成資料より



(百万円)

480,376
456,712

505,107

550,164

609,022

666,559

740,191

791,790
833,329

863,401

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

地方債現在高 積立金現在高

(%)

75.8

72

71.6
72.1

73.1

79.7

79.5

81.1

81.5

82.2

70

72

74

76

78

80

82

84

H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

経常収支比
率

国
・
地
方
の
マ
ク
ロ
の
財
政
が
逼
迫
す
る
中
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
地
方
交
付
税
に
よ
る
財

政
調
整
制
度
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
増
大
す
る
行
政
需
要
に
何
と
か
対
応
し
て
い
る
の

が
実
状
で
あ
る
が
、
今
日
の
社
会
経
済
情
勢
か
ら
見
て
現
行
の
地
方
財
政
制
度
が
将
来
に
わ
た

っ
て
維
持
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
も
十
分
認
識
し
た
上
で
、
一
層
効
率
的
な
行
財
政
運
営

を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

特
に
、
県
内
に
は
過
疎
中
山
間
地
域
の
小
規
模
市
町
村
が
多
く
、
財
政
状
況
も
厳
し
い
状
況

に
あ
る
。
平
成
一
〇
年
度
に
お
け
る
市
町
村
の
普
通
会
計
決
算
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
歳
入
で

は
地
方
税
の
減
収
、
地
方
債
は
依
然
高
い
水
準
で
の
推
移
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
、
歳
出
で
は

義
務
的
経
費
、
特
に
扶
助
費
及
び
公
債
費
が
引
き
続
き
増
加
し
て
い
る
。

　

経
常
収
支
比
率
等
も
引
き
続
き
上
昇
し
て
お
り
、
財
政
構
造
の
硬
直
化
が
進
ん
で
い
る
（
表

五
、
図
二
）
。
加
え
て
、
地
方
債
現
在
高
が
増
大
す
る
一
方
、
積
立
金
現
在
高
が
減
少
し
た
結
果
、

将
来
に
わ
た
る
実
質
的
な
財
政
負
担
額
の
増
嵩
が
続
い
て
お
り
、
市
町
村
の
経
営
は
財
政
面
か

ら
み
て
も
容
易
な
ら
ざ
る
状
況
に
あ
り
、
分
権
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
財
政
基
盤
強
化
を
図
る
こ

と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
（
図
三
）
。

三　

市
町
村
合
併
の
効
果
や
合
併
に
際
し
て
懸
念
さ
れ
る
事
項
へ
の
対
処

　
　

住
民
の
日
常
社
会
生
活
圏
の
拡
大
、
行
政
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
、
地
方
分
権
の
推
進
、
少
子
・

高
齢
化
の
進
行
及
び
厳
し
い
財
政
状
況
等
市
町
村
行
財
政
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
対
応
す

る
た
め
に
、
市
町
村
合
併
は
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
で
あ
り
、
自
主
的
、
主
体
的
な
取
組
み
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
際
、
以
下
に
掲
げ
る
合
併
の
効
果
等
が
参
考
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

（
１
）
市
町
村
合
併
の
効
果

 
 

市
町
村
合
併
の
効
果
と
し
て
は
、
ま
ず
、
行
政
、
民
間
団
体
、
地
域
住
民
を
含
む
あ
ら
ゆ
る

階
層
で
合
併
を
契
機
と
し
た
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
の
意
識
改
革
が
図
ら
れ
、
新
た
な

活
力
が
醸
成
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
も
代
表
的
な
効
果
と
し
て
以
下
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　

①　

広
域
的
な
観
点
か
ら
の
地
域
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り

　

広
域
的
な
観
点
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
の
展
開
、
重
点
的
な
投
資
に
よ
る
効
果
的
な
基
盤
整
備

の
推
進
、
総
合
的
な
活
力
の
充
実
、
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
、
環
境
問
題
、
観
光
振
興
な
ど

広
域
的
な
調
整
を
要
す
る
施
策
の
展
開
が
可
能
と
な
る
。
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ア　

広
域
的
視
点
に
立
っ
て
、
道
路
や
公
共
施
設
の
整
備
、
土
地
利
用
及
び
地
域
の
個
性
を
活

か
し
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
、
よ
り
広
い
ス
ケ
ー
ル
で
ま
ち
づ
く
り
を
重
点
的
、
効
果
的
に
実

施
で
き
る
。

・
幹
線
道
路
の
整
備
促
進
や
旧
市
町
村
間
道
路
の
連
結
促
進
、
新
幹
線
駅
等
開
発
に
合
わ
せ
た

ア
ク
セ
ス
強
化
、
街
づ
く
り
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

区  分 Ｈ10 Ｈ9 Ｈ8

経常収支比率

公債費負担比率

公債費比率

起債制限比率

財政力指数

82.2 81.5 81.1

17.0 16.4 16.1

13.5 13.3 13.1

9.9 10.0 10.0

0.275 0.270 0.266

■表5  県内市町村の経常収支比率等の推移

（単位：％）

（注） （　）内の数値は、全国平均の数値。

■図2  財政構造の硬直化

■図3  将来にわたる実質的な財政負担

（80.3） （79.5）

（16.1） （15.4）

（13.7） （13.2）

（9.8） （9.8）

（0.420） （0.420）

地方債現在高及び積立金現在高の推移

経常収支比率の推移
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・
区
域
の
拡
大
に
よ
り
、
開
発
適
地
が
広
が
り
、
広
域
的
な
視
点
か
ら
の
土
地
利
用
、
施
設
整

備
な
ど
、
地
域
の
個
性
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
効
果
的
に
実
施
で
き
る
。 

・
上
下
水
道
な
ど
生
活
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
旧
市
町
村
境
を
超
え
て
効
率
的
に
行
え
る
。 

・
農
地
流
動
化
に
よ
る
生
産
基
盤
の
有
効
活
用
及
び
専
業
農
家
の
確
保
な
ど
多
様
な
農
業
経
営

の
可
能
性
が
拡
が
る
。 

イ 

環
境
問
題
や
水
資
源
問
題
、
観
光
振
興
や
地
域
振
興
な
ど
、
広
域
的
な
計
画
調
整
、
取
組 

 

み
等
を
必
要
と
す
る
課
題
に
関
す
る
施
策
を
有
効
に
展
開
で
き
る
。 

ウ 

よ
り
大
き
な
市
町
村
の
誕
生
が
、
地
域
の
存
在
感
や
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
つ
な
が 

 

 

り
、
企
業
の
進
出
や
若
者
の
定
着
、
重
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
誘
致
等
が
期
待
で
き
る
。 

エ 

行
政
や
各
種
団
体
に
お
け
る
マ
ン
パ
ワ
ー
が
充
実
し
、
地
域
振
興
の
た
め
の
シ
ン
ク
タ
ン 

 

ク
機
能
の
創
出
と
と
も
に
、
各
種
人
材
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
内
発
的
な
産
業
発
展
が
期 

 

待
で
き
る
。 

 
 

② 

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上 

 

地
域
、
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
の
幅
を
広
げ
る
等
、
生
活
者
の
視

点
に
立
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ア 

従
来
、
個
々
の
市
町
村
で
は
十
分
に
確
保
で
き
な
か
っ
た
専
門
職
（
社
会
福
祉
士
、
保
健 

 

婦
、
理
学
療
法
士
、
土
木
技
師
、
建
築
技
師
等
）
の
増
強
を
図
り
、
専
門
的
か
つ
高
度
な
サ 

 

ー
ビ
ス
の
提
供
が
可
能
と
な
る
。 

・
学
校
教
育
の
面
か
ら
も
充
実
し
た
教
員
配
置
が
行
わ
れ
、
指
導
主
事
等
の
マ
ン
パ
ワ
ー
の
充

実
に
よ
り
、
教
育
効
果
の
向
上
と
と
も
に
部
活
動
や
生
涯
学
習
等
に
も
配
慮
し
た
運
営
が
可
能

と
な
る
。 

・
人
的
物
的
サ
ー
ビ
ス
基
盤
が
充
実
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民
の
健
康
づ
く
り
、
疾
病
や
福

祉
等
へ
の
対
策
等
に
積
極
的
な
対
応
が
図
ら
れ
、地
域
全
体
の
健
康
福
祉
施
策
が
充
実
で
き
る
。

 

・
乳
幼
児
健
診
の
よ
う
に
、
適
時
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
効
果
が
発
揮
で
き
な
い
よ
う
な
事

務
に
つ
い
て
は
、
規
模
が
拡
大
す
る
こ
と
で
的
確
に
実
施
で
き
る
。 

イ 

行
政
の
マ
ン
パ
ワ
ー
が
充
実
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
制
部
門
、
企
画
部
門
、
情
報
化
部
門
、 

 

企
業
誘
致
部
門
並
び
に
都
市
計
画
、
国
際
化
及
び
産
業
振
興
に
関
す
る
施
策
や
女
性
に
関
す 

 

 

る
施
策
等
の
専
任
の
組
織
・
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
、
よ
り
多
様
な
個
性
あ
る
行
政
施
策 

 

 

が
展
開
で
き
る
。 

ウ 

体
育
館
、
図
書
館
、
文
化
ホ
ー
ル
、
保
育
所
等
を
よ
り
広
域
で
活
用
で
き
る
。 

エ 

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
区
域
が
広
域
化
す
る
こ
と
で
、
住
民
票
の
発
行
な
ど
の
窓
口
サ
ー 

 

ビ
ス
が
住
居
や
勤
務
地
、
買
い
物
先
な
ど
の
近
く
で
利
用
で
き
る
。 

 
 

③ 

行
財
政
の
運
営
の
効
率
化
と
基
盤
強
化 

 

行
財
政
運
営
の
効
率
化
に
よ
り
、
少
な
い
経
費
で
よ
り
高
い
水
準
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、
行
財
政
基
盤
の
強
化
に
よ
り
総
合
的
な
行
政
が
展
開
で
き
る
。 

ア 

総
務
、
企
画
等
の
管
理
部
門
の
効
率
化
が
図
ら
れ
、
相
対
的
に
住
民
サ
ー
ビ
ス
提
供
や
事 

 

業
実
施
を
直
接
担
当
す
る
部
門
並
び
に
行
政
の
情
報
化
推
進
等
こ
れ
ま
で
対
応
が
困
難
で
あ 

 

 

っ
た
部
門
等
を
手
厚
く
す
る
と
と
も
に
、
合
理
的
・
重
点
的
な
人
員
配
置
が
可
能
と
な
る
。 

イ 

三
役
や
議
員
、
各
市
町
村
に
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
委
員
会
や
審
議
会
の
委
員
な
ど
特 

 

別
職
、
事
務
局
職
員
な
ど
の
総
数
が
減
少
し
、
そ
の
分
の
経
費
も
節
減
さ
れ
る
。 

ウ 

事
務
の
処
理
又
は
事
業
の
遂
行
に
当
た
っ
て
、
住
民
一
人
当
た
り
の
職
員
数
や
管
理
経
費 

 

が
節
減
さ
れ
る
と
い
う
規
模
の
利
益
が
働
く
。 

エ 

広
域
的
観
点
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
文
化
施
設
等
の
公
共
施
設
が
効
率
的
に
配
置
さ
れ
、 

 

類
似
施
設
の
重
複
が
な
く
な
る
と
と
も
に
、
重
点
投
資
が
可
能
と
な
る
。 

オ 

職
員
の
経
験
、
知
識
、
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
全
て
の
分
野
で
マ
ン
パ
ワ
ー
の
充
実
が
図
ら
れ
、 

 

組
織
体
の
能
力
が
向
上
す
る
と
と
も
に
、
職
員
間
に
競
争
原
理
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
行
政
機 

 

構
と
し
て
の
体
質
強
化
が
可
能
と
な
る
。 

カ 

行
財
政
運
営
に
対
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
相
互
に
活
用
で
き
る
と
と
も
に
、
問
題
の
発
生
や
災 

 

害
等
の
発
生
に
機
動
的
に
対
応
で
き
る
な
ど
危
機
管
理
能
力
が
向
上
す
る
。 

キ 

人
材
育
成
の
た
め
の
専
門
的
な
組
織
の
設
置
が
可
能
と
な
り
、
分
権
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い 

 
職
員
を
養
成
す
る
た
め
の
研
修
が
活
性
化
す
る
。 

（
２
）
合
併
に
際
し
て
懸
念
さ
れ
る
事
項
へ
の
対
処 

合
併
を
進
め
る
上
で
の
障
害
、
あ
る
い
は
合
併
に
消
極
的
と
な
る
理
由
と
し
て
、
以
下
の
よ

う
な
指
摘
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
合
併
に
際
し
て
懸
念
さ
れ
る
事
項
へ
の
対
処
方
策

と
し
て
、
国
に
お
い
て
は
、
平
成
一
一
年
の
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」（
以
下

「
合
併
特
例
法
」
と
い
う
。）
改
正
等
に
よ
り
、
市
町
村
合
併
の
推
進
の
た
め
の
複
合
的
な
支
援
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策
が
拡
充
強
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
本
県
に
お
い
て
も
、
積
極
的
な
合
併
支
援
の

施
策
を
充
実
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

具
体
的
に
懸
念
さ
れ
る
事
項
と
そ
の
対
処
例
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。 

① 

合
併
の
必
要
性
や
メ
リ
ッ
ト
が
抽
象
的
で
わ
か
り
に
く
い
場
合
が
あ
る
こ
と 

ア 

合
併
推
進
の
背
景
、
制
度
、
利
点
や
課
題
へ
の
対
応
策
等
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
具
体 

 

的
で
わ
か
り
易
く
数
字
や
グ
ラ
フ
等
も
示
し
な
が
ら
資
料
を
作
成
し
、
各
地
域
で
の
説
明
会 

 

や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
積
極
的
に
開
催
す
る
。 

イ 

啓
発
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
各
種
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
広
報
を
展
開
す
る
。 

② 

合
併
後
の
市
町
村
内
の
中
心
部
と
周
辺
部
で
地
域
格
差
が
生
じ
た
り
、
歴
史
や
文
化
へ
の 

 

愛
着
や
地
域
へ
の
連
帯
感
が
薄
れ
る
と
い
っ
た
懸
念
が
あ
る
こ
と 

ア 

旧
市
町
村
単
位
に
支
所
や
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
等
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
を
設
置
し
、
行 

 

政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上
を
図
る
。 

イ 

市
町
村
建
設
計
画
策
定
過
程
で
住
民
意
見
を
反
映
し
、
旧
市
町
村
の
発
展
方
向
を
明
確
に 

 

位
置
付
け
た
地
域
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
す
る
。 

ウ  

合
併
に
よ
る
総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
の
一
体
性
確
保
の
た
め
の
各
種
の
事
業
等
を 

 

実
施
し
、
合
併
後
の
地
域
住
民
の
連
帯
強
化
並
び
に
旧
市
町
村
の
区
域
の
地
域
振
興
を
図
る
。

 

③ 

住
民
の
意
見
の
施
策
へ
の
反
映
や
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
に
く
く
な
る
と 

 

い
う
懸
念
が
あ
る
こ
と 

ア 

旧
市
町
村
の
振
興
の
た
め
に
、
旧
市
町
村
の
区
域
毎
の
「
地
域
審
議
会
」
設
置
や
定
期
的 

 

な
地
域
懇
談
会
等
の
開
催
に
よ
り
、
施
策
の
計
画
段
階
か
ら
の
住
民
意
見
の
反
映
シ
ス
テ
ム 

 

を
構
築
す
る
。 

イ 

住
民
か
ら
の
直
行
便
や
住
民
相
談
窓
口
の
設
置
、
情
報
公
開
制
度
の
導
入
等
に
よ
り
直
接 

 

住
民
の
意
見
を
聴
く
制
度
を
つ
く
る
。 

ウ 

各
種
の
公
益
法
人
、
住
民
等
に
よ
る
組
織
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
や
民
間
企
業
と
の
役
割 

 

分
担
を
明
確
に
し
、
各
分
野
に
応
じ
た
活
用
を
図
る
。 

エ 

行
政
体
制
強
化
の
メ
リ
ッ
ト
を
引
き
出
し
、
旧
市
町
村
単
位
の
振
興
組
織
の
設
置
、
行
政 

 

広
報
の
充
実
、
機
動
班
の
設
置
等
専
門
的
か
つ
迅
速
な
サ
ー
ビ
ス
体
制
を
強
化
す
る
。 

 

オ 

旧
市
町
村
に
お
け
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
間
の
連
絡
体
制
強
化
の
た
め
の
情
報
ネ
ッ 

 

ト
ワ
ー
ク
化
を
図
る
。 

 

四 

市
町
村
の
合
併
パ
タ
ー
ン 

本
県
で
は
、
平
成
六
、
七
年
度
に
実
施
し
た
「
市
町
村
の
自
主
的
合
併
に
関
す
る
調
査
研
究

（
以
下
「
第
一
次
調
査
」
と
い
う
。）
」
に
お
い
て
、
①
行
財
政
効
率
化
型
、
②
市
制
移
行
型
、

③
地
方
中
核
都
市
形
成
型
の
三
類
型
を
示
し
、
県
下
九
四
市
町
村
の
う
ち
、
一
五
地
域
五
二
市

町
村
に
つ
い
て
合
併
パ
タ
ー
ン
を
例
示
し
た
。
今
回
の
合
併
パ
タ
ー
ン
は
、
こ
の
第
一
次
調
査

の
成
果
、
平
成
一
〇
年
度
に
実
施
し
た
基
礎
調
査
及
び
平
成
一
一
年
八
月
に
示
さ
れ
た
国
の
指

針
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
。 

（
１
）
市
町
村
合
併
の
類
型
化 

市
町
村
合
併
の
類
型
化
に
当
た
っ
て
は
、
第
一
次
調
査
に
お
い
て
、
地
域
社
会
の
変
動
に
伴

う
市
町
村
の
再
編
成
の
必
要
性
、
市
町
村
合
併
の
動
向
、
県
内
の
市
町
村
の
歴
史
的
・
地
理
的
・

文
化
的
背
景
及
び
市
町
村
の
実
態
調
査
を
踏
ま
え
、
合
併
の
目
的
別
類
型
化
の
観
点
か
ら
三
つ

の
類
型
化
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
も
基
本
的
に
こ
の
三
類
型
を
踏
襲
す
る
こ
と
と

し
た
。
以
下
に
本
県
の
市
町
村
合
併
の
三
つ
の
類
型
を
示
す
。 

 

【
類
型
一
】
行
財
政
基
盤
強
化
型 

合
併
を
契
機
と
し
て
行
財
政
運
営
の
効
率
化
に
よ
り
行
財
政
基
盤
強
化
を
目
指
す
合
併 

（
人
口
一
万
人
～
二
万
人
程
度
を
目
安
） 

地
域
社
会
の
状
況
の
変
化
や
住
民
の
日
常
社
会
生
活
圏
の
拡
大
な
ど
か
ら
、
市
町
村
が
処
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
務
が
広
域
化
し
、
各
市
町
村
が
個
々
に
対
処
す
る
現
在
の
行
政
シ
ス

テ
ム
で
は
行
財
政
上
の
効
率
性
が
悪
く
な
っ
て
い
る
。
更
に
、
市
町
村
は
地
方
分
権
の
推
進
に

よ
っ
て
自
ら
の
判
断
と
責
任
に
お
い
て
、
地
域
社
会
の
た
め
に
責
任
あ
る
行
政
を
展
開
し
、
地

域
住
民
の
福
祉
の
向
上
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
個
々
の
市
町
村
が

合
併
を
通
じ
て
行
財
政
の
基
盤
を
強
化
し
、
地
方
分
権
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
行
政
体
制
を
確

立
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

 

【
類
型
二
】
市
制
移
行
型 
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合
併
を
契
機
と
し
て
市
制
移
行
に
よ
り
都
市
機
能
の
充
実
を
目
指
す
合
併 

（
人
口
五
万
人
前
後
を
目
安
） 

分
権
型
社
会
の
到
来
及
び
都
市
化
の
進
展
に
伴
い
、
今
後
益
々
多
様
化
、
高
度
化
す
る
住
民

ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
中
、
よ
り
総
合
的
、
計
画
的
な
行
財
政
運
営
並
び
に
施
策
の

展
開
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
隣
接
し
て
い
る
町
村
で
一
つ
の
生
活
圏
を
形
成
し
、
市
制
移
行

が
見
込
め
る
地
域
と
し
て
、
福
祉
施
策
等
の
充
実
や
活
力
あ
る
都
市
整
備
を
図
り
、
地
域
の
一

体
化
に
即
し
た
施
策
の
展
開
や
自
立
的
圏
域
の
形
成
が
期
待
さ
れ
る
。 

 

【
類
型
三
】
地
方
中
核
都
市
形
成
型 

地
方
中
核
都
市
を
中
心
に
合
併
を
契
機
と
し
て
、
圏
域
内
で
の
機
能
連
携
に
よ
り
地
域
全
体
の

一
体
的
発
展
を
目
指
す
合
併 

（
人
口
一
〇
万
人
前
後
を
目
安
） 

地
域
社
会
の
変
化
は
、
一
方
で
過
密
の
地
域
を
、
他
方
で
過
疎
の
地
域
を
生
み
出
し
、
不
均

衡
な
発
展
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
本
県
に
お
い
て
も
、
地
域
社
会
の
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
な
構
図
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
交
通
・
情
報
通
信
手
段
の
発
達
等
に
伴
い
、
地
域

の
結
び
付
き
は
市
町
村
の
区
域
を
超
え
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
地
方
中
核
都
市
中
心
と
し

て
行
政
圏
、
経
済
圏
及
び
日
常
社
会
生
活
圏
等
が
一
体
と
な
り
、
圏
域
的
広
が
り
の
中
で
各
地

域
の
特
性
を
踏
ま
え
た
、
よ
り
複
合
的
、
広
域
的
な
施
策
の
展
開
が
図
ら
れ
、
ま
た
、
相
当
規

模
を
有
す
る
都
市
が
県
内
各
地
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
県
土
の
均
衡
あ
る
発
展
が
期
待
さ
れ

る
。 

 

（
２
）
合
併
パ
タ
ー
ン
作
成
の
考
え
方 

合
併
パ
タ
ー
ン
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、地
域
の
結
び
つ
き
の
実
情
を
示
す
各
種
デ
ー
タ
（
通

勤
通
学
圏
・
商
圏
等
の
住
民
の
日
常
社
会
生
活
圏
、
事
務
の
共
同
処
理
の
状
況
な
ど
）
並
び
に

郡
の
区
域
、
自
然
的
・
地
理
的
条
件
、
歴
史
的
・
文
化
的
要
素
、
市
町
村
及
び
住
民
の
意
識
な

ど
を
総
合
的
に
判
断
し
、
一
体
性
が
認
め
ら
れ
る
地
域
を
組
み
合
わ
せ
た
。合
併
パ
タ
ー
ン
は
、

県
内
の
全
て
の
市
町
村
を
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
る
が
、
こ
の
合
併
パ
タ
ー
ン
は
合
併
機
運
の

醸
成
に
向
け
て
の
議
論
の
ス
タ
ー
ト
の
た
め
の
い
わ
ば
「
た
た
き
台
」
で
あ
り
、
現
在
、
既
に

主
体
的
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
二
地
域
（
中
球
磨
及
び
天
草
地
域
）
は
、
既
に
そ
の
先
を
進

ん
で
い
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
こ
れ
ら
二
地
域
以
外
の
市
町
村
に
つ
い
て
作
成
す
る
こ
と

と
し
た
。 

 

中
球
磨
地
域
（
五
町
村
） 

既
に
法
定
協
議
会
〈
中
球
磨
五
か
町
村
合
併
協
議
会
〉
を
設
置
（
平
成
一
一
年
四
月
一
日
）

し
、
合
併
に
向
け
て
検
討
中
。 

天
草
地
域
（
一
五
市
町
） 

一
五
市
町
の
首
長
合
意
の
下
で
合
併
研
究
会
〈
天
草
地
域
市
町
合
併
研
究
会
〉
を
設
置
（
担

当
課
長
で
構
成
。
平
成
一
一
年
一
一
月
九
日
）
し
、
具
体
的
に
検
討
中
。 

 

（
３
）
合
併
パ
タ
ー
ン 

二
通
り
の
合
併
パ
タ
ー
ン
を
作
成
す
る
（
パ
タ
ー
ン
Ａ
及
び
パ
タ
ー
ン
Ｂ
と
す
る
。）
。 

【
パ
タ
ー
ン
Ａ
】
郡
市
の
区
域
を
超
え
な
い
こ
と
を
基
本
と
し
て
一
体
性
が
認
め
ら
れ
る
地
域 

一
九
地
域
（
七
四
市
町
村
） 

【
パ
タ
ー
ン
Ｂ
】
郡
市
の
区
域
を
超
え
る
場
合
も
含
み
一
体
性
が
認
め
ら
れ
る
地
域 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

一
八
地
域
（
七
四
市
町
村
） 

※
な
お
、
熊
本
市
に
つ
い
て
は
、
単
一
市
と
し
て
パ
タ
ー
ン
Ａ
・
Ｂ
に
含
め
て
い
る
が
、
熊
本

市
と
一
体
性
が
認
め
ら
れ
る
周
辺
町
か
ら
な
る
地
域
は
参
考
パ
タ
ー
ン
と
し
て
作
成
。 

 

そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
合
併
パ
タ
ー
ン
で
は
、
県
下
九
四
市
町
村
は
概
ね
四
分
の
一
程
度
に

再
編
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 
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【パターンＡ】

群市の区域を超えないことを基本として一体性が認められる地域

パターンＡ

主体的に検討が行
われている地域

１９地域（７４市町村）

２地域（２０市町村）

※１：中球磨５か町村合併協議会を設置

※１：１５市町で天草地域市町合併研究会を設置

25,518人
167.71k㎡

93,352人
365.48k㎡

53,798人
276.66k㎡ 47,630人

689.83k㎡

104,096人
189.83k㎡

31,114人
508.35k㎡

71,621人
239.20k㎡

16,999人
425.91k㎡

18,944人
175.57k㎡37,094人

392.68k㎡

644,484人
366.31k㎡

76,265人
76.58k㎡

80,461人
176.93k㎡

64,970人
130.64k㎡

59,900人
156.97k㎡

20,830人
406.39k㎡

121,255人
320.71k㎡

68,457人
971.83k㎡

153,796人
875.59k㎡

61,294人
430.05k㎡

18,595人
159.49k㎡

※２

※１
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牛深市

河浦町

天草町

新和町

本渡市

五和町
有明町

栖本町

大
矢
野
町

龍ヶ岳町

倉岳町

苓北町

三角町

人吉市

五木村

山江村

芦
北
町

球
磨
村

田
浦
町

津
奈
木
町

相
良
村

須
恵
村

免
田
町岡

原
村

多良木町

湯前町

水上村

泉村

坂本村

八代市 東陽村

千丁町
宮原町

鏡町
竜
北
町

小川町

松橋町不知火町

城
南
町

豊
野
町

富
合
町

宇土市

中
央
町

砥用町

甲佐町

御船町

嘉島町

清
和
村

矢部町

蘇陽町

高森町

久木野町

白水村

西原村

益城村

熊本市

長陽村

菊陽町

大津町

阿蘇町
波野村

南小国町

小国町

産
山
町一

の
宮
町旭志村

合志町

泗水町

菊池町

西
合
志
町

植
木
町

菊
鹿
町

七城町

鹿本町

鹿央町

鹿北町

山
鹿
市

三
加
和
町南

関
町菊

水
町

玉
名
市玉

東
町

天
水
町

横
島
町

岱
明
町

長洲町

荒尾市

御所浦町

姫
戸
町

松
島
町

水俣市

上村
錦町

深田村



牛深市

河浦町

天草町

新和町

本渡市

五和町
有明町

栖本町

大
矢
野
町

龍ヶ岳町

倉岳町

苓北町

三角町

人吉市

五木村

山江村

芦
北
町

球
磨
村

田
浦
町

津
奈
木
町

相
良
村

須
恵
村

免
田
町岡

原
村

多良木町

湯前町

水上村

泉村

坂本村

八代市
東陽村

千丁町
宮原町

鏡町
小川町

松橋町不知火町

城
南
町

豊
野
町

富
合
町

宇土市

中
央
町

砥用町

甲佐町

御船町

嘉島町

清
和
村

矢部町

蘇陽町

高森町

久木野町

白水村

西原村

益城村
熊本市

長陽村
菊陽町

大津町

阿蘇町

波野村

南小国町

小国町

産
山
町一

の
宮
町旭志村

合志町

泗水町

菊池町

西
合
志
町

植
木
町

菊
鹿
町

七城町

鹿本町

鹿央町

鹿北町
三
加
和
町南

関
町

菊
水
町

玉
名
市玉

東
町

天
水
町

横
島
町

岱
明
町

長洲町

荒尾市

御所浦町

姫
戸
町

松
島
町

水俣市

上村錦町

深田村

山鹿市

竜北町

１８地域（７４市町村）

２地域（２０市町村）

※１：中球磨５か町村合併協議会を設置

※１：１５市町で天草地域市町合併研究会を設置

パターンＢ 

主体的に検討が行
われている地域

パターンＡとの変更地域（群市の区域を超える場合も含む）

【パターンＢ】

群市の区域を超える場合も含み一体性が認められる地域

88,625人
145.54k㎡

87,581人
215.20k㎡

99,390人
425.96k㎡

109,930人
267.06k㎡

20,234人
312.20k㎡

20,045人
544.83k㎡

127,110人
353.47k㎡

55,439人
397.29k㎡

※２

※１

−560−
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【パターンＡ】

（ ） （ ）区分 関 係 市 町 村 構 成 人口 人 面積 k㎡類型

熊本 1 熊本市 １市 － 644,484 266.31

宇城 2 宇土市、城南町、富合町 １市２町 ③ 64,970 130.64

3 三角町、不知火町、松橋町、小川町 ４町 ② 59,900 156.97

4 豊野村、中央町、砥用町 ２町１村 ① 18,944 175.57

玉名 5 荒尾市、長洲町 １市１町 ③ 76,265 76.58

6 玉名市、岱明町、横島町、天水町、玉東町 １市４町 ③ 80,461 176.93

7 菊水町、三加和町、南関町 ３町 ① 25,518 167.71

鹿本 8 山鹿市、鹿北町、菊鹿町、鹿本町、鹿央町、植木町 １市５町 ③ 93,352 365.48

菊池 9 菊池市、七城町、旭志村、泗水町 １市２町１村 ③ 53,798 276.66

10 大津町、菊陽町、合志町、西合志町 ４町 ③ 104,096 189.83

阿蘇 11 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村 ４町２村 ① 47,630 689.83

12 蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 ２町４村 ① 31,114 508.35

13 御船町、嘉島町、益城町、甲佐町 ４町 ② 71,621 239.20上益城

14 矢部町、清和村 １町１村 ① 16,999 425.91

八代 15 八代市、坂本村、千丁町 １市１町１村 ③ 121,255 320.71

16 鏡町、竜北町、宮原町、東陽村、泉村 ３町２村 ① 37,094 392.68

芦北 17 水俣市、田浦町、芦北町、津奈木町 １市３町 ③ 61,294 430.05

球磨 18 人吉市、錦町、相良村、五木村、山江村、球磨村 １市１町４村 ③ 68,457 971.83

19 多良木町、湯前町、水上村 ２町１村 ① 20,830 406.39

【パターンＢ】

区分 関 係 市 町 村 構 成 人口 面積k㎡類型 （人）

熊本 1 熊本市 １市 － 644,484 266.31

宇城 2 宇土市、城南町、富合町 １市２町 ③ 64,970 130.64

3 三角町、不知火町、松橋町、小川町 ４町 ② 59,900 156.97

4 豊野村、中央町、砥用町 ２町１村 ① 18,944 175.57

玉名 荒尾市、 、長洲町 １市２町 ③ 88,625 145.545 南関町

鹿本 玉名市、岱明町、横島町、天水町、玉東町、 １市５町 ③ 87,581 215.206 菊水町

山鹿市,鹿北町,菊鹿町,鹿本町,鹿央町,植木町、 １市６町 ③ 99,390 425.967 三加和町

菊池 8 菊池市、七城町、旭志村、泗水町 １市２町１村 ③ 53,798 276.66

阿蘇 大津町、菊陽町、合志町、西合志町、 ４町１村 ③ 109,930 267.069 西原村

10 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村 ４町２村 ① 47,630 689.83上益城

高森町、白水村、久木野村、長陽村 １町３村 ① 20,234 312.2011

12 御船町、嘉島町、益城町、甲佐町 ４町 ② 71,621 239.20

矢部町、清和村、 ２町１村 ① 22,045 544.8313 蘇陽町

八代 八代市、坂本村、千丁町、 １市２町１村 ③ 127,110 353.4714 田浦町

芦北 15 鏡町、竜北町、宮原町、東陽村、泉村 ３町２村 ① 37,094 392.68

水俣市、芦北町、津奈木町 １市２町 ③ 55,439 397.2916

球磨 17 人吉市、錦町、相良村、五木村、山江村、球磨村 １市１町４村 ③ 68,457 971.83

18 多良木町、湯前町、水上村 ２町１村 ① 20,830 406.39

（参考）熊本市と一体性が認められる周辺町からなる地域

熊本市、植木町、菊陽町、合志町、西合志町、嘉島町、益城町 １市６町 792,788 505.19

※類型：①行財政基盤強化型、②市制移行型、③地方中核都市形成型を指す。

※人口はH11.3.31現在住民基本台帳人口による。

※面積は全国市町村要覧（平成１１年度版）による。

（注）表中、 はパターンＡとの変更地域（ は郡市の区域を超えるパターン）
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五 
市
町
村
合
併
の
支
援
方
策 

市
町
村
が
合
併
の
検
討
を
進
め
て
い
く
段
階
に
応
じ
た
、
主
な
支
援
方
策
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。 

（
１
）
国
の
施
策 

    

① 

合
併
に
向
け
た
機
運
づ
く
り 

○
住
民
発
議
制
度 

・
有
権
者
の
五
〇
分
の
一
以
上
の
署
名
で
、
市
町
村
長
に
対
し
て
合
併
協
議
会
設
置
の
直
接 
 

 
 

 

請
求
が
で
き
る
。 

・
全
て
の
関
係
市
町
村
で
同
一
内
容
の
直
接
請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
各
市
町
村
長
に 

 
 

 
 

対
し
、
法
定
協
議
会
設
置
の
議
案
を
議
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

    

② 

合
併
の
検
討
を
支
え
る
た
め
の
施
策 

○
合
併
準
備
補
助
金 

・
平
成
一
一
年
四
月
一
日
以
降
に
設
置
さ
れ
た
法
定
合
併
協
議
会
の
構
成
市
町
村
で
の
合
併 

 
 

 
 

準
備
等
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
一
関
係
市
町
村
に
つ
き
五
、
〇
〇
〇
千
円
を
上
限
と
す
る

定
額
補
助
を
行
う
。 

○
合
併
協
議
会
設
置
経
費
等
合
併
準
備
経
費
に
対
す
る
特
別
交
付
税
措
置 

・
法
定
又
は
任
意
の
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
た
市
町
村
で
の
合
併
準
備
に
要
す
る
経
費
に 

 
 

 
 

つ
い
て
、
五
カ
年
度
に
わ
た
り
特
別
交
付
税
措
置
を
講
じ
る
。 

    

③ 

合
併
に
伴
う
新
市
町
村
振
興
の
た
め
の
施
策 

○
合
併
市
町
村
補
助
金 

・
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
で
、
合
併
に
伴
い
必
要
な
事
業
と
し 

 
 

 
 

て
市
町
村
建
設
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
、
人
口
規
模
（
一
関
係
市
町
村
に
つ

き
「
五
千
人
以
下
」
を
下
限
、「
一
〇
万
人
超
」
を
上
限
と
し
た
五
区
分
）
に
応
じ
た
定
額
補
助

（
同
「
二
千
万
円
」
を
下
限
、「
一
億
円
」
を
上
限
と
し
た
五
区
分
）
を
三
カ
年
度
を
限
度
に
行

う
。 

○
合
併
特
例
債 

・
合
併
後
一
〇
カ
年
度
、
市
町
村
建
設
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
公
共
的
施
設
の
整
備
事
業
、 

 
 

 
 

旧
市
町
村
区
域
の
地
域
振
興
の
た
め
の
基
金
の
積
立
等
に
つ
い
て
、
過
疎
債
に
準
じ
た
合
併 

 
 

 
 特

例
債
を
充
当
す
る
。（
充
当
率
九
五
％
、
交
付
税
措
置
率
七
〇
％
） 

○
過
疎
地
域
に
お
け
る
過
疎
債
の
特
例 

・
合
併
に
よ
り
過
疎
地
域
か
ら
は
ず
れ
て
も
、
過
疎
市
町
村
で
あ
っ
た
地
域
に
つ
い
て
は
過 

 
 

 
 

疎
債
の
活
用
が
で
き
る
。 

○
普
通
交
付
税
の
算
定
の
特
例
（
合
併
算
定
替
） 

・
合
併
後
一
〇
カ
年
度
は
合
併
し
な
か
っ
た
場
合
の
普
通
交
付
税
額
を
全
額
保
障
す
る
（
Ｈ
一

一
改
正
前
は
五
カ
年
度
）
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
五
カ
年
度
は
激
変
緩
和
措
置
を
講
じ
る
。 

○
合
併
直
後
の
臨
時
的
経
費
に
対
す
る
普
通
交
付
税
措
置 

・
合
併
直
後
に
必
要
と
な
る
臨
時
的
経
費
に
つ
い
て
、
五
カ
年
度
に
わ
た
り
普
通
交
付
税
の 

 
 

 
 

基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
す
る
包
括
的
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
。 

○
合
併
関
係
市
町
村
間
の
公
債
費
負
担
格
差
是
正
の
た
め
の
特
別
交
付
税
措
置 

・
合
併
関
係
市
町
村
間
に
お
け
る
起
債
制
限
比
率
の
格
差
が
市
町
村
の
合
併
の
障
害
と
な
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
全
国
平
均
起
債
制
限
比
率
（
最
も
低
い
合
併
関
係
市
町
村
の
起
債
制

限
比
率
が
全
国
平
均
起
債
制
限
比
率
を
上
回
る
場
合
は
、
当
該
市
町
村
の
起
債
制
限
比
率
と
す

る
。
）と
全
国
平
均
起
債
制
限
比
率
を
超
え
る
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
起
債
制
限
比
率
の
差
に

相
当
す
る
利
子
相
当
分
に
つ
い
て
、
一
〇
カ
年
度
に
わ
た
り
特
別
交
付
税
措
置
を
講
じ
る
。 

    

④ 

合
併
に
伴
う
旧
市
町
村
振
興
の
た
め
の
施
策 

○
地
域
審
議
会
の
設
置 

・
合
併
後
も
地
域
住
民
の
声
を
施
策
に
反
映
さ
せ
、
き
め
細
か
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
さ 

 
 

 
 

せ
る
た
め
に
、
合
併
前
の
関
係
市
町
村
の
協
議
に
よ
り
、
旧
市
町
村
の
区
域
毎
に
「
地
域
審
議

会
」
を
設
置
し
、
合
併
後
の
市
町
村
長
の
諮
問
に
応
じ
て
地
域
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。 

    

⑤  

そ
の
他
合
併
に
伴
い
課
題
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
対
す
る
特
例 

○
議
会
の
議
員
の
定
数
・
在
任
に
関
す
る
特
例 

・
一
定
の
範
囲
内
で
、
合
併
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
定
数
を
増
加
す
る
か
、
ま
た
は
合
併
関

係
市
町
村
の
議
会
の
議
員
が
合
併
市
町
村
の
議
会
の
議
員
と
し
て
在
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

○
議
会
の
議
員
の
退
職
年
金
に
関
す
る
特
例 

・
合
併
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
当
該
任
期
中
に
議
員
退
職
年
金
の
受
給
資
格
（
在
職
一
二
年
以
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上
）
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
者
に
対
し
て
、
年
金
受
給
資
格
を
付
与
す
る
。 

○
市
と
な
る
べ
き
要
件
の
特
例 

・
市
と
市
、
市
と
町
村
の
新
設
合
併
の
場
合
は
、
地
方
自
治
法
上
の
市
と
な
る
べ
き
要
件
を
備

え
な
い
場
合
で
も
市
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。（
合
併
に
伴
い
新
た
に
市
と
な
る
た
め
の
人
口
要

件
は
四
万
人
以
上
（
原
則
五
万
人
以
上
）） 

 

（
２
）
県
の
施
策 

    

①  

合
併
推
進
に
向
け
た
体
制
づ
く
り 

○
本
庁
及
び
出
先
機
関
に
お
け
る
推
進
体
制
の
整
備 

・
市
町
村
合
併
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
に
組
織
体
制
を
強
化
す
る
。
具
体
的
に
は
、
本
年

四
月
に
総
務
部
市
町
村
課
に
、
市
町
村
合
併
及
び
広
域
連
合
等
広
域
行
政
推
進
を
所
管
す
る
組

織
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
新
設
す
る
地
域
振
興
局
に
お
い
て
も
、
地
元
市
町
村
と
連
携
を
図

り
な
が
ら
支
援
、
助
言
等
を
積
極
的
に
行
う
。 

市
町
村
合
併
庁
内
連
絡
調
整
会
議 

・
平
成
一
〇
年
七
月
、
県
庁
内
に
各
部
局
の
横
断
的
な
組
織
と
し
て
「
市
町
村
合
併
庁
内
連
絡

調
整
会
議
」
を
設
置
し
て
お
り
、
全
庁
的
に
連
携
し
て
市
町
村
の
合
併
検
討
を
支
援
す
る
。 

     

② 

合
併
に
向
け
た
機
運
づ
く
り 

○
市
町
村
合
併
に
関
す
る
情
報
提
供
、
広
報
・
啓
発
活
動 

・
市
町
村
、
各
種
団
体
等
が
主
催
す
る
研
修
会
等
へ
の
講
師
派
遣
や
、
市
町
村
合
併
に
関
す
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
の
開
催
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
情
報
提
供
、
パ
ン
フ
等
の
作
成
な
ど
に

積
極
的
に
取
り
組
み
、
全
県
的
な
市
町
村
合
併
の
機
運
づ
く
り
に
努
め
る
。 

○
市
町
村
合
併
に
関
す
る
相
談
窓
口
の
設
置 

・
県
民
か
ら
の
市
町
村
合
併
に
関
す
る
各
種
の
相
談
対
応
や
情
報
提
供
を
行
う
相
談
窓
口
を
市

町
村
課
及
び
各
地
域
振
興
局
に
開
設
す
る
。 

     

③ 

合
併
の
検
討
を
支
え
る
た
め
の
施
策 

○
市
町
村
合
併
に
関
す
る
調
査
検
討
の
実
施 

・
市
町
村
合
併
の
検
討
を
行
う
地
域
の
求
め
に
応
じ
て
、
地
域
の
現
状
、
課
題
及
び
将
来
像
、 

 
 

 
 

合
併
に
関
す
る
利
点
や
障
害
へ
の
対
処
等
に
関
す
る
調
査
検
討
を
実
施
し
そ
の
結
果
を
地
元 

 
 

 
 

に
提
供
す
る
。 

○
市
町
村
等
へ
の
情
報
提
供
及
び
技
術
的
・
人
的
支
援 

・
市
町
村
に
対
し
て
、
積
極
的
に
各
種
の
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
研
究
会
や
学
習
会
へ

の
参
画
、任
意
の
合
併
協
議
会
や
法
定
協
議
会
へ
の
委
員
等
や
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
参
画
、

合
併
に
関
す
る
検
討
に
際
し
て
の
技
術
的
・
人
的
支
援
等
出
来
る
限
り
の
支
援
を
行
う
。 

     

④ 

合
併
に
伴
う
新
市
町
村
振
興
の
た
め
の
施
策 

○
本
県
独
自
の
財
政
支
援
制
度
の
創
設
に
向
け
た
検
討 

・
市
町
村
建
設
計
画
に
掲
げ
る
合
併
に
伴
い
必
要
と
な
る
事
業
に
対
し
て
、
本
県
独
自
の
財 

 
 

 
 

政
支
援
制
度
の
創
設
に
向
け
て
検
討
を
進
め
る
。 

○
市
町
村
振
興
資
金
（「
合
併
市
町
村
ま
ち
づ
く
り
事
業
」
） 

・
合
併
に
伴
う
ま
ち
づ
く
り
事
業
に
対
し
て
、「
市
町
村
合
併
・
広
域
的
生
活
圏
づ
く
り
推
進
特

別
資
金
」
を
貸
し
付
け
る
。 

○
市
町
村
建
設
計
画
に
掲
げ
ら
れ
た
事
業
の
実
施 

・
市
町
村
建
設
計
画
の
策
定
過
程
に
積
極
的
に
参
画
し
計
画
の
実
現
に
向
け
て
支
援
す
る
と
と

も
に
、
計
画
に
掲
げ
ら
れ
た
県
事
業
に
つ
い
て
は
重
点
的
な
実
施
を
行
う
。 

 

六 

市
町
村
合
併
推
進
に
向
け
て 

市
町
村
合
併
の
検
討
は
、
将
来
的
な
課
題
で
は
な
く
、
市
町
村
合
併
に
対
す
る
国
等
の
行
財

政
措
置
を
定
め
た
合
併
特
例
法
の
期
限
が
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
に
失
効
す
る
こ
と
を
考
慮

す
れ
ば
、
ま
さ
に
早
急
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
。 

本
県
と
し
て
は
、
一
部
地
域
を
除
き
、
合
併
推
進
に
向
け
た
取
組
み
が
進
ん
で
い
な
い
県
下

の
市
町
村
の
実
態
並
び
に
合
併
機
運
の
盛
り
上
が
り
状
況
等
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
お
い
て
合
併
に
向
け
た
具
体
的
な
取
組
み
を
喚
起
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
重
要
と
考
え
る
。 

市
町
村
に
お
い
て
は
、
本
県
が
今
般
策
定
し
た
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
」
の
趣
旨

に
沿
っ
て
、
自
ら
の
地
域
の
将
来
を
見
据
え
た
具
体
的
な
検
討
に
着
手
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
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る
。熊
本
県
は
、こ
う
し
た
市
町
村
の
取
組
み
に
対
し
て
最
大
限
の
支
援
を
行
う
考
え
で
あ
る
。 

 

こ
の
合
併
推
進
要
綱
の
策
定
・
公
表
後
、
県
は
、
各
地
域
振
興
局
に
市
町
村
長
や

議
長
等
を
対
象
に
要
綱
並
び
に
市
町
村
合
併
の
必
要
性
等
に
関
す
る
説
明
会
等
を
随

時
開
催
し
、こ
れ
に
よ
り
、県
内
各
市
町
村
に
お
け
る
検
討
が
本
格
化
す
る
と
共
に
、

住
民
や
関
係
団
体
に
お
け
る
関
心
も
高
ま
り
を
見
せ
始
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 
(

二
）
市
町
村
課
に
広
域
行
政
推
進
室
の
設
置
等 

 

県
が
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
を
策
定
し
た
直
後
の
平
成
一
二
年
度
に
は
、
市
町
村

課
内
「
分
権
・
合
併
班
」
を
廃
し
、
新
た
に
課
内
室
と
し
て
「
広
域
行
政
推
進
室
」

が
置
か
れ
、
市
町
村
合
併
等
、
広
域
行
政
推
進
へ
の
取
組
み
が
強
化
さ
れ
た
。 

ま
た
、
こ
の
年
か
ら
、
県
の
組
織
再
編
に
よ
り
、
従
来
の
県
事
務
所
を
改
組
し
て
、

「
地
域
振
興
局
」
が
新
設
さ
れ
た
が
、
こ
の
地
域
振
興
局
内
の
振
興
調
整
室
に
お
い

て
、
市
町
村
合
併
を
当
面
の
重
要
課
題
と
し
て
推
進
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
た
。 

 (

三
）
県
合
併
推
進
本
部
と
地
域
推
進
本
部
の
設
置 

 

庁
内
に
お
け
る
市
町
村
合
併
支
援
の
た
め
の
組
織
と
し
て
、
各
部
筆
頭
課
長

等
を
構
成
員
と
す
る
「
市
町
村
合
併
庁
内
連
絡
調
整
会
議
」
が
平
成
一
〇
年
六

月
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
の

策
定
後
、
合
併
特
例
法
期
限
ま
で
の
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
を
県
の
各
部
・
関

係
機
関
が
一
体
と
な
っ
て
推
進
・
支
援
す
る
た
め
、
こ
の
調
整
会
議
を
改
組
拡
充

す
る
形
で
、
平
成
一
二
年
一
二
月
一
二
日
、
知
事
を
本
部
長
、
副
知
事
及
び
出
納
長

を
副
本
部
長
、
各
部
局
長
を
本
部
員
と
す
る
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
本
部
」
を

設
置
す
る
と
と
も
に
、
地
域
毎
の
県
下
一
〇
の
地
域
振
興
局
に
地
域
推
進
本
部
を
順

次
設
置
し
た
。 

市
町
村
合
併
推
進
本
部
に
は
、
下
部
検
討
組
織
と
し
て
、
関
係
各
課
長
に
よ
る
幹

事
会
、
関
係
各
課
担
当
班
長
に
よ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
会
議
も
併
せ
て
設
置
さ
れ
、
各
種

事
務
調
整
及
び
意
見
交
換
の
場
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

市
町
村
合
併
推
進
本
部
の
所
掌
事
務
は
、
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
等
に
基

づ
く
市
町
村
合
併
の
た
め
の
政
策
調
整
、
市
町
村
や
合
併
協
議
会
等
に
対
す
る
情
報

提
供
及
び
助
言
等
で
、
平
成
一
二
年
度
以
降
、
合
併
特
例
法
の
節
目
を
迎
え
た
平
成

一
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
、
推
進
本
部
が
一
二
回
、
幹
事
会
が
一
九
回
、
ワ
ー
キ

ン
グ
会
議
が
一
五
回
開
催
さ
れ
た
。 

 

熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
本
部
設
置
要
綱 

（
設
置
） 

第
一
条 

本
県
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
を
県
の
各
部
・
関
係
機
関
が
一
体
と
な
っ

て
推
進
・
支
援
す
る
た
め
、
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
本
部
（
以
下
、「
推
進
本
部
」
と
い
う
。
）

を
設
置
す
る
。 

（
所
掌
事
務
） 

第
二
条 

推
進
本
部
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。 

(1) 

熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
等
に
基
づ
く
市
町
村
合
併
の
た
め
の
政
策
調
整 

(2) 

市
町
村
や
合
併
協
議
会
等
に
対
す
る
情
報
提
供
及
び
助
言
等 

(3) 

そ
の
他
、
市
町
村
の
合
併
の
推
進
に
必
要
な
事
項 

（
組
織
） 

第
三
条 

推
進
本
部
は
、
本
部
長
、
副
本
部
長
及
び
本
部
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

２ 

本
部
長
は
、
知
事
を
も
っ
て
充
て
る
。 

３ 

副
本
部
長
は
、
副
知
事
及
び
出
納
長
を
も
っ
て
充
て
る
。 

４ 

本
部
員
は
、
別
表
一
（
略
）
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
な
お
、
本
部
長

は
、
必
要
と
認
め
る
者
を
臨
時
に
本
部
員
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
運
営
） 

第
四
条 

推
進
本
部
の
会
議
は
、
本
部
長
が
必
要
に
応
じ
て
招
集
し
、
主
宰
す
る
。 

（
幹
事
会
） 

第
五
条 

推
進
本
部
に
、
幹
事
会
を
置
く
。 

２ 

幹
事
会
は
、
幹
事
長
及
び
幹
事
を
も
っ
て
構
成
し
、
幹
事
長
は
、
市
町
村
課
長
を
も
っ
て

充
て
る
。 
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３ 
幹
事
は
、
別
表
二
（
略
）
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
な
お
、
幹
事
長
は
、

必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
を
臨
時
に
幹
事
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

幹
事
会
は
、
推
進
本
部
に
お
い
て
協
議
す
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
、検
討
を
行
う
。 

５ 

幹
事
会
の
会
議
は
、
幹
事
長
が
必
要
に
応
じ
て
招
集
し
、
主
宰
す
る
。 

（
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
） 

第
六
条 

幹
事
会
は
、
幹
事
会
の
調
査
、
検
討
事
項
に
関
係
す
る
課
の
職
員
を
も
っ
て
構
成

す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
幹
事
会
の
調
査
、
検
討
事
項
に
関
し
、
資
料
収
集
及
び
調
査

研
究
等
を
行
う
。 

３ 

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
座
長
及
び
班
員
を
も
っ
て
構
成
し
、
座
長
は
市
町
村
課
広
域

行
政
推
進
室
長
、
班
員
は
別
表
三
（
略
）
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
な
お
、

座
長
は
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
を
臨
時
に
班
員
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
事
務
局
） 

第
七
条 

推
進
本
部
、
幹
事
会
及
び
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
事
務
局
は
、
総
務
部
市
町
村
課

と
す
る
。 

（
そ
の
他
） 

第
八
条 

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
推
進
本
部
の
運
営
に
必
要
な
事
項
は
、
本
部
長

が
別
に
定
め
る
。 

付 

則 

１ 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
一
二
年
一
二
月
一
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

市
町
村
合
併
庁
内
連
絡
調
整
会
議
設
置
要
項
（
平
成
一
〇
年
六
月
二
五
日
施
行
）
は
、
廃

止
す
る
。 
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 －558－

 
天
草
地
域
町
村
合
併 

推
進
本
部 

熊
本
県
市
町
村
合
併 

球
磨
地
域
推
進
本
部 

熊
本
県
市
町
村
合
併 

水
俣
芦
北
地
域
推
進
本
部 

熊
本
県
市
町
村
合
併 

八
代
地
域
推
進
本
部 

熊
本
県
市
町
合
併 

上
益
城
地
域
推
進
本
部 

熊
本
県
市
町
村
合
併 

阿
蘇
地
域
推
進
本
部 

熊
本
県
市
町
村
合
併 

菊
池
地
域
推
進
本
部 

熊
本
県
市
町
村
合
併 

鹿
本
地
域
推
進
本
部 

熊
本
県
市
村
合
併 

荒
尾
・
玉
名
地
域
推
進
本
部 

熊
本
県
市
町
村
合
併 

宇
城
地
域
推
進
本
部 

熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
本
部 

推
進
本
部
名
称 

振
興
局
長 

振
興
局
長 

振
興
局
長 

振
興
局
長 

振
興
局
長 

振
興
局
長 

振
興
局
長 

振
興
局
長 

振
興
局
長 

振
興
局
長 

知
事 本

部
長 

振
興
局
次
長 

振
興
局
次
長 

振
興
局
次
長 

振
興
局
次
長 

振
興
局
次
長 

振
興
局
次
長 

振
興
局
次
長 

振
興
局
次
長 

振
興
局
次
長 

振
興
局
次
長 

副
知
事 

出
納
長 

副
本
部
長 

振
興
調
整
室
長 

各
部
長 

教
育
事
務
所
長 

振
興
調
整
室
長 

各
部
長 

教
育
事
務
所
長 

振
興
調
整
室
長 

各
部
長 

教
育
事
務
所
長 

振
興
調
整
室
長 

各
部
長 

教
育
事
務
所
長 

各
部
長 

教
育
事
務
所
長 

振
興
調
整
室
長 

各
部
長 

教
育
事
務
所
長 

振
興
調
整
室
長 

各
部
長 

教
育
事
務
所
長 

振
興
調
整
室
長 

各
部
長
・
副
部
長 

教
育
事
務
所
長 

振
興
調
整
室
長 

各
部
長 

教
育
事
務
所
長 

振
興
調
整
室
長 

各
部
長 

教
育
事
務
所
長 

各
部
長
、
各
局
長 

警
察
本
部
長
教
育
長 

各
委
員
会
事
務
局
長 

宇
城
地
域
振
興
局
長 

本
部
員 

振
興
調
整
室
企
画
調
整
班
長 

総
務
部
総
務
課
長
、
各
部
副
部
長 

教
育
事
務
所
庶
務
課
長 

各
部
課
長 

農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
所
長 

教
育
事
務
所
指
導
課
長 

振
興
調
整
室
企
画
調
整
班
長 

総
務
部
総
務
課
長
各
副
部
長 

農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

教
育
事
務
所
庶
務
課
長 

振
興
調
整
室
企
画
調
整
班
長 

同
市
町
村
班
長
総
務
課
長 

各
副
部
長 

教
育
事
務
所
庶
務
課
長 

振
興
調
整
室
長 

企
画
調
整
班
長 

総
務
部
総
務
課
長 

保
健
福
祉
環

境
部
総
務
企
画
課
長 

農
林
部
農
業
振
興
課
長 

土
木
部
土
木
総
務
課

長 

企
画
調
査
課
長 

教
育
事
務
所
指
導
課
長 

振
興
調
整
室
各
班
長 

総
務
部
総
務
課
長 

各
部
副
部
長 

 

教
育
事
務
所
庶
務
課
長 

振
興
調
整
室
企
画
調
整
班
長 

同
市
町
村
班
長 

総
務
部
総
務
課
長 

各
部
副
部
長 

 

教
育
事
務
所
庶
務
課
長 

各
部
課
長 

 

農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
所
長 

教
育
事
務
所
指
導
課
長 

振
興
調
整
室
各
班
長 

総
務
部
総
務
課
長 

各
部
副
部
長 

 

教
育
事
務
所
庶
務
課
長 

振
興
調
整
室
企
画
調
整
班
長 

同
市
町
村
班
長 

総
務
課
長 

各
副
部
長 

教
育
事
務
所
庶
務
課
長 

各
部
・
各
委
員
会
筆
頭
課
長 

財
政
課
長 

市
町
村
課
長 

地
域
政
策
課
長 

宇
城
地
域
振
興
局
次
長 

幹
事
会 

平
成
一
二
年
一
二
月
二
八
日 

平
成
一
二
年
一
二
月
二
一
日 

平
成
一
三
年
二
月
一
五
日 

平
成
一
三
年
二
月
一
四
日 

平
成
一
三
年
二
月
一
日 

平
成
一
三
年
二
月
二
〇
日 

平
成
一
三
年
一
月
四
日 

平
成
一
三
年
二
月
五
日 

平
成
一
二
年
一
二
月
二
八
日 

平
成
一
三
年
二
月
一
四
日 

平
成
一
二
年
一
二
月
一
二
日 

設
置
年
月
日 
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